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平成２８年９月２７日法人業務適正検討有識者会議報告書（以下「報告書」という）を受

けて、リーガルサポート再生のための基本方針を、平成２８年度定時総会議案書において公

表した（別紙①参照）。この基本方針は、「会員の不祥事を受けての再発防止策について（平

成２７年３月３０日）」（以下、「再発防止策」という。）の延長線上にあるが、そこで打

ち出された策を超えて、抜本的に当法人の体質を変える改革を行うという決意をもって、

「リーガルサポート再生のための基本方針」と位置付けて実行してきた。今般、再発防止策

の実施内容及び各論に関し、当法人としての主体的実施事項について一定の成果を報告す

る時期に到達したと考え、その実施状況と結果を報告する。 

再発防止策実施内容の報告 

１、業務報告遅滞解消の状況

会員の指導監督を行うことは当法人の主たる事業目的であり、その指導監督は会員から

業務報告がなされて初めて実施が可能となる。全ての会員が遅滞なく業務報告を行うこと

が当然の状況であることを実現すべき努力しているが、平成３０年９月末日現在も達成で

きていない（詳細は「別紙②報告書提出状況一覧【20180930 現在】」を参照）。多くの会員

は遅滞なく業務報告が行われているが、一部の会員は業務報告を軽視する会員が見受けら

れるのは、甚だ残念である。今後もこれまでの取組を粘り強く、そして徹底して実施してい

く所存である。 

なお、現在兵庫支部をパイロット支部と指定して「業務報告精査センター」を稼働してい

る。ここでは、業務報告書の遅滞の会員に対する督促業務及び形式的な執務内容の精査等を

雇用した職員において運営している。稼働６か月経過したが、期待以上の効果を上げている

との報告を受けているので、この「業務報告精査センター」を全国規模で実施すれば、業務

報告書の遅滞者が大幅に減少できるのではないかと期待され、今後更なる検証を重ね実施

可能か否かを判断したいと考えている。 
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２、特定原本確認の実施状況について 

『会員の執務適正性確認のための通帳等原本確認調査に関する実施要綱』に基づき平

成 28 年度～平成 29 年度に実施した、会員の事務処理について指導監督の必要がある場

合の通帳等原本確認調査（以下、「特定原本確認調査」という。）の結果は次のとおりで

ある。なお、この調査結果は各支部から本部に調査報告が提供された時点を基準として纏

めたものである。 

平成 28 年度 

（１）特定原本確認調査を実施した支部は、24 支部で総件数は 72件であった。 

（２）特定原本確認調査を必ず実施すべき理由としては、 

 家庭裁判所からの情報提供・指導要請             6 件 

 業務報告書の懈怠・遅滞                  50 件 

特定原本確認調査の実施の必要性を検討すべき理由としては、 

 受任事件に関する苦情、非違情報               4 件 

 退会届があったが受任している成年後見等事件がある     13 件 

 合理的理由がなく多額の現金保管があった           1 件 

（なお、複数理由のケースもあるので総件数とは一致しない。） 

（３）調査方法としては、 

 対象会員事務所で実施                   31 件 

 支部事務局で実施                     31 件 

 その他                           1 件 

（４）調査結果としては、 

 問題なし                         52 件 

 不適切な執務有り                      8 件 

 調査拒否又は回答なし                   12 件 

（不適切な執務有りの会員及び調査拒否又は回答なしの会員に対しては、支

部執務管理委員会等において、適切な指導・監督を実施し、又『業務報告書

提出義務の履行確保に関する運用指針』に基づく手続に繋げた。） 

（５）所属司法書士会への通知（通知予定を含む）           17 件 

（６）所轄家庭裁判所への通知（通知予定を含む）           15 件 

平成 29 年度 

（１）特定原本確認調査を実施した支部は、15 支部で総件数は 81件であった。

（２）特定原本確認調査を必ず実施すべき理由としては、

 家庭裁判所からの情報提供・指導要請            3 件 

 当法人からの理事長指導、業務改善命令           1 件 
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 業務報告書の懈怠・遅滞                 60 件 

 会費の納入が半年以上の遅滞                2 件 

特定原本確認調査の実施の必要性を検討すべき理由としては、 

 成年後見等事件以外の事件で懲戒処分を受けた        1 件 

 受任事件に関する苦情があった               2 件 

 退会届があったが受任している成年後見等事件がある    15 件 

 合理的理由がなく多額の現金保管があった          1 件 

（なお、複数理由のケースもあるので総件数とは一致しない。） 

（３）調査方法としては、

 対象会員事務所で実施                  27 件 

 支部事務局で実施                    48 件 

 調査担当者会員事務所で実施                1 件 

（４）調査結果としては、

 問題なし                        65 件 

 不適切な執務有り                    11 件 

 調査拒否又は回答なし                   5 件 

（不適切な執務があった会員の中には、特に不正行為に繋がるような事案は

見当たらなかった。また、調査拒否又は回答なしの会員に対しては『業務報

告書提出義務の履行確保に関する運用指針』に基づく手続に繋げた。） 

（５）所属司法書士会への通知（通知予定を含む）           8 件

（６）所轄家庭裁判所への通知                   10 件

３、全件原本確認の実施状況 

全件原本確認は、再発防止策の一環として平成 27年度から開始し、初めに司法書士理

事、司法書士監事及び相談役を対象に実施した。それと同時に運用上の課題についての検

討を行い、平成 29年 1月、『全件原本確認に関する実施要綱（以下、「実施要綱」とい

う）』を制定し、平成 29年度からこの実施要綱に基づく統一的な運用のもと全支部で会

員に対する本格的な調査を開始した。 

平成 30 年 11 月 25 日現在の実施状況は、調査対象会員数（法人会員を含む）6,387 名

に対して、LS システム全件原本確認機能に登録された調査結果数は 4,416 名（内、調査

拒否者は 15 名）で、実施率は約 69％である。引き続き、全支部で全件原本確認に取組み、

全会員に対する調査を早期に完了させたいと考えている。尚、調査を拒否した会員につい

ては、実施要綱の定めにそって、受託中の事件を管轄する家庭裁判所及び所属する司法書

士会にその事実の通知を行った。（詳細は、別紙③「LS システム登録全件原本確認実施

状況一覧【20181125 現在】」を参照。） 
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４、執務管理委員の事業遂行上の研修実施状況 

平成 28 年度と平成 29 年度に全国を 10ブロックに分けて、各々ブロック執務管理委員

会を実施した。平成 28年度は、業務報告書を精査するうえで、会員の不正を見抜くこと

を視点として 3つの模擬報告事案を使用して精査講習を実施した。平成 29年度は、業務

報告書を精査するうえで、少し細やかで微妙な点に指示を求めるか否かという視点から、

基本的事案、監督事案及び終了事案の 3 つの模擬報告事案を使用して精査講習を実施し

た。また、各支部から本部に挙げられた苦情案件を整理したものを紹介し、苦情の類型と

その原因、考えらえる解決策と支部の対応について意見交換を行った。両年度も全支部か

ら 300 名前後の執務管理担当者の参加があり、執務管理の重要性・有益性を再確認する良

い機会となったと思われる。（詳細は、別紙④「平成 28 年度ブロック執務管理委員会の

精査講習」、別紙④の 2「平成 29 年度ブロック執務管理委員会の精査講習」及び別紙⑤

「苦情案件の整理と対策」を参照） 

５、本部事務局の強化 

現在使用している事務局スペースの拡大については、従来から指摘され執行部におい

ても検討してきたところであるが、今般日本司法書士会連合会館（東京都新宿区四谷本塩

町）1階にあるレストラン部分（現在は未使用）を使用できることになり、平成 31年 4月

末日までに事務所移転を完了できるよう現在所用な手続きを進めているところである。 

これにより現在の概ね２倍相当の事務局スペースが確保でき、労働環境も現状より大

幅に改善されると思われる。また、事務所スペースの拡大により、必要な職員の増員も可

能となり、その時期に合わせて職員採用事務を開始する予定にしている。（詳細について

は、「リーガルサポート再生のための基本方針各論を参照」） 

６、身元信用保険代替金見直しの結果 

組織財政改革検討委員会からの平成２９年３月３１日付答申では、「不正防止策の着実

な履行により不正の発生を最小限に抑えつつ、万一発生した場合の救済策として、１会員

あたりの損害填補額を１０００万円に増額すると共に、年間の支払限度額は撤廃すべき

である。不正を行った会員に対しては、その事実関係を可能な限り調査し、被害の回復を

優先しつつも、支払った填補額について求償権を行使すべきである。」という内容であっ

た。そこで、当法人では、この答申に対応するため横領等損害補償制度対応部会を設置し

検討を行った。当初、部会では、損害填補額を１０００万円に増額し現行の身元信用保険

代替金交付基準をより詳細に改正しようと作業を行ってきたが、その過程で、交付する代

替金の法的性質の再確認（これまで当法人では見舞金としてきた）や被後見人等が亡くな

った場合、代替金の交付先は相続人で果たして妥当なのかなどの課題が浮上してきた。 

よって、被害者の被害者の精神的及び財産的被害の緩和を図り、もって本法人に対する

信頼を維持し本法人が社会に継続して寄与できるような見舞金の仕組みづくりを根本的

に再考する必要が生じたため、平成３０年度も引き続き検討を行っている。 
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リーガルサポート再生のための基本方針

―「法人業務適正検討有識者会議報告書」を受けて―

平成 29 年 5 月 12 日

公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート

1. 総論

法人業務適正検討有識者会議報告書（以下「報告書」という）には、執行部が察知し

ながらも看過していた弱点が的確に指摘されていた。例えば、会員の執務に関する水準

を明確に定めていないこと、本部と支部及び会員との間に意思疎通の難が生じている

こと、組織の機動性に欠けていることなどである。執行部としては、これまで手を打っ

てこなかったことを恥じ入ると共に、誠実な調査を行われた有識者会議委員に対して

心から感謝するものである。

報告書で指摘された点を基に、また会員及び支部から寄せられた意見も加えて、改め

て私たち自身を省みた結果、今、当法人が抱えている閉塞感や疲労感の根底には、会員

に「公益法人の会員である」という自覚の不足があるいう結論に至っている。

リーガルサポートが各司法書士会を母体として設立された経緯や、現に役員の兼務

が多いこともあり、「リーガルサポートは共益を求める団体ではない」ということを理

屈の上では理解しながらも、「同業者同士の配慮の意識」を拭い去れず、会員に対して

「リーガルサポートの公益性」を浸透させることができていないと反省する。「同業者

同士の配慮」を完全に否定するものではないが、過剰な配慮が、「少々業務報告が遅れ

ていてもしょうがない」「他の会員の事務のやり方に口を差し挟むべきでない」「あの人

は功績者であり問題を起こすはずがない」という、社会から見れば「身内に甘い」と批

判されても致し方のない法人内の空気を引きずらせてきたのではないだろうか。その

ことが、リーガルサポートによる指導監督を重んじない会員が相当数存在する結果を

もたらし、そうした会員への対応に支部本部ともに疲労困憊することになっている。執

行部としてはこの点を最も強く反省し、リーガルサポートは何のために存在し、会員は

何のために入会したのかを、法人全体として再確認する作業を続けていかなくてはな

らない。

また、報告書で繰り返し指摘されている「業務体制の水準」を検討するなかで、当法

人が、会員による不祥事が起こらないための努力を惜しまないことは当然のことであ

るが、そこに止まらず、わたしたち会員は「後見のプロフェッション」を目指すべきで

あると考えるに至った。現段階で、リーガルサポートが考える「後見のプロフェッショ

ン」の姿は次のとおりである。

業として、すなわち報酬を受領することを前提に、反復継続して後見事務を行う
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者である。かつて、「法律専門職や福祉専門職の後見人はいるが、後見人の専門家

はいない」と言われたが、新制度施行１７年を経て一定の経験を得た今となっては、

わたしたちはそのような論に甘んじることなく、「後見のプロフェッション」であ

ると宣言すべきである。

後見のプロフェッションとは、後見事務を大量に画一的に処理しながら効率化

を図る、という「利潤追求を目的とした後見人」という意味ではない。報酬を得る

に相応しい事務、１人１人の本人に対し、自負心と責任感に裏打ちされた質の高い

後見事務を提供する者である。

後見人は本人の生活に関する事務を行う。その範囲は広く、人の人生に起こりう

ることは全て後見事務の対象となり得る。事務を、「財産管理」「身上監護」と区切

ることはできず、両者は密接に関連しており、後見人は、財産・身上両面の要素を

慎重に考慮して、本人のためにどのような後見事務を行うかを判断するものであ

る。そして、どのような事務を行うかを判断する際に、後見人は「生活の質」とい

う観点を持たなくてはならないと考える。例えば食事に関して言えば、栄養が充分

であるということで事足れりとしないということである。果たしてその食事は、本

人の好みを反映しているか、季節感があって日常生活の刺激になっているか、とい

う視点を持ち、後見人自身が察知したり、あるいは本人の支援者らから情報を得る

ことによって、改良できる点があればそれを手配するということである。この「生

活の質」の良し悪しあるいは程度を、本人自身の評価に委ねようとする姿勢が民法

８５８条にある「本人の意思尊重」であり、後見人が客観的に評価することが「身

上配慮」なのであろう。後見人としては、本人自身、そして本人に関わる様々な立

場の人たちと、意思疎通を図り、情報を共有し、連携しながら、「生活の質」の向

上を模索し、少しでも実現することを目指さなくてはならない。「生活の質の追求」

に終点はないが、その観点を失わないことが重要である。

また後見人は、自身の行った事務について、その広範な権限と裁量権に見合う

「説明責任」を負っている。本人は判断能力が不十分であり、後見人の事務を監視

できないのであるからこそ、その「説明責任」は、通常の委任契約における受任者

のものよりも高度となる。具体的には、詳細な事務記録を残し、分かりやすく整理

をして、いつでも十分な説明を行える準備をし、かつ本人に説明を行う努力をする

ことが、「説明責任」を果たすこととなる。本人に損害を生じさせていないからと

言って、その責任は軽減されるものではない。

「生活の質の追求」と「説明責任を果たす」ことにおいて、より高いレベルを目

指すことこそがプロフェッションである。

   会員一人一人が、後見のプロフェッションとしての自負を持つことができれば、地域

において頼りにされる一つの社会資源ともなり得る。それは、リーガルサポートが公益

法人としての役割を果たすことでもあるのではないだろうか。
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本基本方針は、平成２７年３月３０日再発防止策の延長線上にあるが、そこで打ち出

された策を超えて、抜本的に当法人の体質を変える改革を行うという決意をもって、

「リーガルサポート再生のための基本方針」と位置付けている。

2. 各論

具体的には、「リーガルサポートの考える後見のプロフェッション」の姿を法人全体

で共有することと、組織の特性に対応した運営体制の改革をすることを二つの大きな

柱として、取り組むべき目標を掲げる。

(ア) 執務基準の策定

プロフェッションとしての後見人に相応しい「執務基準」を策定する。会計基準

だけでなく財産管理事務一般に身上監護事務も加え、どのような基準が策定でき

るか、執務管理委員会を中心に検討する。これまで、会員向けハンドブックや業務

マニュアル等を通じて、プロフェッションとしての後見事務を示してきてはいた

が、その実践を徹底できてはいなかった。理由としては、司法書士の持つ常識や能

力を過信していたこと、司法書士の自律性を重んじるあまり会員に対して遠慮し

ていたこと、また成年後見業務に参入直後は各会員が手探りで事務を行なってい

たという現実もあり困難であったことが考えられる。

「執務基準」を全会員に浸透させるには相当の努力を要するものと想定してい

るが、必ずやり遂げなくてはならず、さらにこれを基礎として、執務管理、会員研

修、会員の推薦基準のあり方を再検討しなくてはならない。この課題に毅然と取り

組むことこそが、リーガルサポートの再生に当たると考えている。

第一段階として、「財産管理事務」の執務基準を、別紙のとおり確認する。

(イ) 業務報告の再検討

執務基準を定めることで、会員に対してはそれに沿った業務報告内容を求めて

行くことになる。そのことにより、業務報告が現在よりも均質化され、支部におけ

る報告精査の負担が軽減すると共に、不適切事務があった場合に早期発見にも繋

がることが期待でき、より会員の執務支援に重点をおいた執務管理が可能となる。

また、これを機に、業務報告に関する規程を策定することを検討する。

(ウ) 研修制度改革

 後見のプロフェッション養成に相応しい研修であるか、研修委員会を中心に検

証する。司法書士試験は後見事務を行う準備には不十分である。後見業務を始める

にあたって、何を習得すべきかを再度洗い直し、名簿登載研修のカリキュラムを見

直す。

また、意見交換（ディスカッション）型の研修形式を導入することとする。具体

的には『倫理』研修について講義の終了後、小グループに分かれて 1 時間以上の意

見交換（ディスカッション）を実施することとし（あるいは全時間を意見交換（デ
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ィスカッション）型研修とすることも可とする）、後見人候補者名簿及び後見監督

人候補者名簿の新規登載研修及び各名簿更新研修の必須条件とする。

「執務基準」策定後は、それに基づいた会員研修も実施しなくてはならない。研

修規程改正を早期に行い、３０年度以降の名簿登載、更新手続きからの適用を目指

す。

(エ) 推薦基準の統一化

 まず、業務報告状況や会費納付状況が、後見人等候補者名簿登載・更新の判断要

素であることを明確化する。

また、支部ごとに異なる、家庭裁判所等への会員の推薦基準の統一化を検討する。

こちらにおいても、業務報告状況と会費納付状況は要素となる。また、監督人とし

て推薦する場合には、一定程度の後見事件の経験を要するとする基準も設ける予

定である。会員を推薦するということは、要請のあった事案に適した会員を推薦す

るということであり、当法人が会員に対する義務を果たしているのではない。この

点を十分に踏まえて、総務委員会を中心として検討を行う。但し、推薦基準は最低

限の基準とならざるを得ず、支部による加重も行われて差し支えない。

(オ) 支部運営の標準化（規則類の整備）

 一つの法人であるにも関わらず、多くの運営事項について支部の判断に委ねて

いる実態があり、また法人としての方針決定に対して支部独自の見解が示される

など、法人全体の統治が不十分である。一つの法人として統一的に運営するために

必要な規則類の整備を行う。「支部運営規程規準」の廃止を含めた見直しや、「業務

報告義務の履行確保に関する運用指針」の見直しが考えられ、また支部監査の方法

の規則化も対象と考えている。以上については、平成２９年度中に検討と必要な手

続きの準備を行なう。また、支部の遊休資産の適正化も図っていく。

(カ) 業務報告精査センター（仮）構想の検討

 各支部共に、執務管理委員の確保に難渋している。また、事件数増加で個々の委

員の負担は大きく、業務報告の精査に遅滞が生じていることも現実である。業務報

告の重要性を説きながら、精査遅滞が生じていることは許容されないが、支部の努

力にも限界がある。全国の業務報告をセンターに集約し、一次的な精査を、雇用し

た専門職員で行なうことの検討を始める。但し、会員の執務支援は支部において会

員により行われるべきであり、業務報告の一次精査と、支部での会員支援との役割

分担・連動のあり方が重要な論点になると考えている。運用面での検討を、執務管

理委員会を中心に検討する。

(キ) 本部事務局の強化

 法人の規模が巨大化したことに、組織体制の変化が追いついていない。それが、

法人運営の中で起こる問題を深刻化させがちであり、その深刻化した問題への対

応に労力が割かれ、結果として組織全体に疲弊をもたらせた遠因の一つであると
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考える。当法人の運営は、本部事務局が中核となり担っている。しかし現状は、こ

の大組織運営に相応の体制にはなっておらず、個々の事務局職員の献身によって

支えられている。職員増員は必須である。そして、その前提として、事務局スペー

スの拡張が欠かせない。経済的負担は大きいが、事務局の移転先の検討に着手する。

さらに、法人運営上、IT のさらなる利用は避けられず、その分野における専門職

員の配置も検討すべき時期に来ている。

(ク) 支部訪問の実施・支部状況の把握

 執務管理や法人後見のための支部訪問は従来から実施されているが、本部役員

と支部・会員との「意思疎通の難」解消のための対話の場を設ける。平成２９年度

は２５支部で実施する。

大規模な法人になったことを考えれば、組織と会員との意思疎通には、支部の果

たす役割が大きい。特に、支部長に対する支援を強化する必要があり、支部長との

情報共有や意見交換に、これまで以上に重きを置く必要がある。全国支部長会議の

定期開催を検討する。また、平成２９年の定時総会で定款を変更し、専務理事の業

務を分掌する常務理事職を新たに設けて、法人運営の円滑化を図ることで対応す

る。

3. 上記基本方針を具体的に実行に移そうとする過程で、退会する会員が現われることも

想定されるが、残念ながらやむを得ないものと考える。以上の施策は、当法人の役割、

目的、存在理由を明確化しようとしているに過ぎないからである。これまで理想として

イメージを抱いていても実践できていなかった事柄について、思い切った施策を推進

すべき時である。成年後見制度利用促進計画への対応と同じタイミングとなり、組織の

より一層の活力が求められていることも、リーガルサポートの再生を後押しするもの

と捉えている。
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担当部署
（担当責任者）

現状における問題 再生のための基本方針 再生のための具体的施策 規則・規程・要綱等の変更項目 スケジュール期間・期限等 実施状況・実施期日等 資料等 資料番号 到達度

会員の不祥事の原因の一つに、財産管理業務に対する会計原則の重要性を認識して
いないことがあげられる。会計帳簿による管理を義務付けていれば、自他の財産を
混同することはなく、また、会計原則に即した業務報告を求めていれば、早期の不
正発見が出来たと思われる。後見業務の基本的な事務内容を十分に習得しないまま
案件を受任している会員に対する指導監督方法を再検討する必要がある。

●後見業務の実務に即した帳簿類、日誌類
のモデルを定め、会員に示す。

（ア）執務基準の策定
　①（財産管理）

■財産管理執務基準（新規）
・現預金出納帳の作成
・収支実績集計
・収支予定の作成
・事件ごとの完全分別管理
・現金保有の原則禁止　等

平成29年8月
　財産管理執務基準制定
平成29年度中
　同基準周知徹底

最近会員に対して寄せられる苦情には身上監護に関する任務懈怠が散見される。従
来、会員は、財産管理業務を重視した執務を行っていたが、昨今、身上監護での不
履行を理由に訴訟を提起されることがあり、重大なトラブルともなりうる。身上監
護における執務基準は、非常に多岐にわたり、案件によって全く異なる要素がある
ため、体系立てて規定することや研修で会員が習得することが難しい。これまで類
型別のハンドブックやマニュアル、書籍等で示してはきたが、会員が常に参照で
き、日々の業務の中で確認することのできる形で、周知することが必要と思われ
る。身上監護業務を十分に行うためには、被後見人等の情報を把握し、管理する日
誌等の管理簿を作成する必要がある。一方、適切な身上監護業務をすることが出来
るようになれば、親族等とのトラブルを柔軟に避けることができ、会員の不安軽減
を期待できる。さらに、親族後見人を監督指導する際にも基準とすることが出来る
と思われる。

●身上監護業務を適切に行うための日誌等
の管理簿の作成モデルを示す。

（ア）執務基準の策定
　②（身上監護）

■身上監護執務基準（新規）
・執務ガイド・情報管理ツール等
・管理台帳モデル

平成29年11月
　身上監護執務基準制定
平成29年度中
　同基準周知徹底

現在の業務報告は家庭裁判所の報告様式を元に作られており、一部の会員は家庭裁
判所に対する報告を行うための補充的なものと誤解している。実際は、執務管理の
状況把握のため様々な項目を変更しているが、未だ「家裁に対する報告に不要な集
計作業を会員に強要できない」との理由で、支部ごとに報告内容が異なっている。
有識者会議報告により、支部長等の支部役員レベルには、業務報告の重要性や独自
性が浸透してきたが、会員に対してはまだ十分に浸透できていない。近年、不祥事
が発覚するたびに、添付書面や報告内容の追加を繰り返してきたため、会員は業務
報告をする負担が増え続けている印象を持っている可能性がある。執務基準策定で
執務管理の全体像について会員に周知する機会に、業務報告内容を抜本的に見直
す。さらに、財産管理帳簿作成の補助機能をLSシステムに実装することで会員の業
務支援を図りたい。
報告時期や方法については、理事会決議後マニュアル等で示されていたが、「業務
報告規程」を作成し、報告義務違反の効果なども体系的に規定する。これにより支
部執務管理委員会の指導監督方針がより明確になると思われる。

●執務基準策定に際し、業務報告内容を抜
本的に見直す。
●LSシステムを活用し，会員の業務支援内
容をより充実させる。

（イ）業務報告の再検討
（業務報告体制の強化・LSシステ
ムの改善）

■業務報告規程（新規）
・業務報告の内容を身上監護・財産管理
執務基準双方の遵守が出来ていることを
確認できる項目に集約する。
■LSシステムに出納帳作成機能実装

平成29年11月
　業務報告の内容確定
平成30年4月1日
　・業務報告規程施行
　・LSシステム集計機能実装

従来の『支部運営規程基準』に沿って各支部
が定めている業務報告に関する部分を選抜し
て、支部独自ではなく全会員が遵守すべき規
定として新たに『業務報告規程』を策定し、
平成30年４月１日施行した。今後会員は
『業務報告規程』に定められた内容で業務報
告を行う義務を負うことになる。ＬＳシステ
ムにおいて、統一された会計基準に即した現
預金出納帳機能を平成30年4月1日より稼働
し、会員の業務支援機能としてＬＳシステム
の機能を充実させた。今後、この機能の更な
るバージョンアップ、任意代理、任意後見の
ＬＳシステムでの報告可能とする仕様検討等
実装に向けた準備を行い、平成30年10月１
日より稼働した。

■業務報告規程
■統一した収支科目一覧表

②
③

100%

H30.11.25現在

リーガルサポート再生のための基本方針　各論

100%

執務管理委員会
（常任理事　松浦正司）

①

財産管理執務基準と身上監護執務基準は併
せて、当法人会員の業務体制の水準を示す
『執務基準』並びに『執務基準ガイド』を
策定し、平成30年3月8日公表した。今後会
員は、この基準に沿った執務を行うことは
勿論のこと、会員の執務に関する指導監督
もこの基準に沿った内容で運用することと
した。周知方法として、全会員にすでに冊
子として配布済であり、この『執務基準』
並びに『執務基準ガイド』を、平成30年度
の指定研修として広く会員に視聴していた
だく方法により、周知徹底を図り既に多く
の支部で実施されている状況である。

■執務基準並に執務基準ガイド

1/3
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担当部署
（担当責任者）

現状における問題 再生のための基本方針 再生のための具体的施策 規則・規程・要綱等の変更項目 スケジュール期間・期限等 実施状況・実施期日等 資料等 資料番号 到達度

H30.11.25現在

リーガルサポート再生のための基本方針　各論

研修の受講効果を図り、また研修課題に対し意見交換をすることで理解の深度化を
進めるため、意見交換（ディスカッション）型の研修形式の導入を図りたい。全て
の時間を意見交換（ディスカッション）とする方式にするのか、または、６０分乃
至９０分の基本講義に加え３０分の意見交換（ディスカッション）を追加する方式
にするのかは、支部の現状に合わせた企画とする。本部では、モデルとなるような
研修企画を早期に作成し、支部に案内する。

●研修の受講効果を図り、また理解の深度
化を進めるため、意見交換（ディスカッ
ション）型の研修形式を導入する。

（ウ）研修制度改革
①意見交換（ディスカッショ

ン）型の研修形式の導入

■研修規程（改正）
　後見人候補者名簿及び後見監督人
■候補者名簿規程（改正)
・意見交換（ディスカッション形式）型
の研修を研修形式に加えるため『研修規
程』を変更し、そして『後見人候補者名
簿及び後見監督人候補者名簿規程』の必
須条件とする規程の変更を行う。

平成30年4月1日施行
※平成29年度中は試験的運用を開始す
る。

意見交換（ディスカッション形式）型の研修
を研修形式に加えるため『研修規程』を変更
し、そして『後見人候補者名簿及び後見監督
人候補者名簿規程』の必須条件とする規程の
変更を行い、平成30年4月1日施行した。

■後見人候補者名簿及び後見監
督人候補者名簿規程

④ 100%

意見交換（ディスカッション）型の研修形式の導入にあたり、新規研修に必要な研
修実施要項中「必修科目表」も見直す。例えば、現行の「保佐、補助、後見監督の
基礎事務」を分割して「保佐、補助の基礎実務」と「後見監督の基礎事務」して実
施する。同様に「成年後見の基礎事務①②」から分離して「後見の終了に伴う財産
承継事務」を新たに加える、また、「有識者会議報告」から当法人の会員は「会計
の基準等」に関する知識が不足しているとの意見があり、今後積極的に研修科目と
して導入していく。また、成年後見制度に関する新たな法制度の知識（例、後見制
度支援信託制度、成年後見制度利用促進法等）の習得も必要であると思われる中、
これらは更新研修の必要単位を増加することにより補っていく。更に執務委員会で
策定される「財産管理執務基準」「身上監護執務基準」の完成次第、その内容に関
する研修を実施する。
なお、今回の研修単位の見直しにより、別紙のとおり、後見人候補者名簿及び後見
監督人候補者名簿（以下「後見人等候補者名簿」という。）への新規登載に必要な
単位は、新規14～15科目22～24単位以上（12科目18単位以上）、登載更新について
必要な単位は、更新15～17単位以上（現行12単位以上）に見直す。

●新規研修に必要な研修実施要項中「必修
科目表」を見直す。
●後見人等候補者名簿への登載に必要な研
修単位を見直す。

（ウ）研修制度改革
　②研修単位の増加

■研修実施要綱（改正）
■後見人候補者名簿及び後見監督人候補
者名簿規程（改正)
・「必修科目表」を見直すため『研修実
施要綱』を変更し、名簿登載に必要な研
修単位の増加に伴い『後見人候補者名簿
及び後見監督人候補者名簿規程』の変更
を行う。

平成30年4月1日施行

研修の充実、強化等について検討し、『研
修実施要綱別表必須科目標』を改編した。
また、後見人等候補者名簿登載のための必
須研修単位数の増加したため、研修規程類
を整備し平成３０年４月１日施行した。

■研修規程
■研修実施要綱
■後見人候補者名簿及び後見監
督人候補者名簿規程

⑤
⑥
④

100%

現状は、後見人等候補者名簿への新規登載や登載更新の際の審査基準として、当法
人所定の研修単位を取得していることのほかに、当法人への業務報告や会費納付を
滞りなく行っていることを求めているが、これは内部通達で運用している状況であ
る。
そこで、後見人等候補者名簿への新規登載や登載更新の際の審査基準として、上記
の基準を関係規程に明示する。
また、各支部が家庭裁判所等に後見人等の候補者として当法人の会員を推薦する際
の基準として、後見人等候補者名簿に登載されていることのほか、当法人への業務
報告の遅滞がないことや会費の滞納がないこと、さらに監督人として推薦する場合
は一定程度の後見事件の経験を要すること等を盛り込んだ全国統一の推薦基準を策
定する。

●後見人等候補者名簿への登載の際の審査
基準として、業務報告や会費納付を滞りな
く行っていることを関係規程に明示する。
●家庭裁判所等に後見人等の候補者として
会員を推薦する際の、全国統一の推薦基準
を策定する。

（エ）推薦基準の統一化
■後見人候補者名簿及び後見監督人候補
者名簿登載規程（改正）
■後見人等候補者の推薦基準（新規）。

平成30年4月1日
関係規程施行及び基準制定

後見人候補者名簿及び後見監督人候補者名簿
登載規程を改正し、後見人等候補者名簿登載
に関する理事会意見の基準を定めた。
家庭裁判所等に後見人等の候補者として会員
を推薦する際の全国統一の推薦基準を、支部
運営規程基準の中に定めた。いずれも平成３
０年４月１日から施行した。その後、この支
部運営規程基準に基づいて、各支部がそれぞ
れの支部運営規程の改正を行った。なお、和
歌山支部としまね支部はまだ改正が行われて
いないが、和歌山支部は今年度中に改正する
予定である。

■後見人候補者名簿及び後見監
督人候補者名簿登載規程
■支部運営規程基準

④
⑦

100%

一つの法人であるにもかかわらず、多くの運営事項について支部の判断に委ねてい
る実態があり、また法人としての方針決定に対して支部独自の見解が示されるな
ど、法人全体の統治が不十分である。
そこで、支部運営に関係する当法人の規則類と全国各支部の支部運営規程の内容を
見直し、当法人の統一的な運営の点で問題となるものを洗い出す。さらに、問題点
を改善できるよう規則類の改正を行う。

●一つの法人として統一的に運営するため
に必要な規則類の整備を行う。

（オ）支部運営の標準化
（規則類の整備）

■支部運営規程基準（改正）
平成29年度　問題点洗い出し
平成30年度　対応策検討
平成31年度　施行

支部運営規程基準から業務報告に関する部
分を除いて、新たな支部運営規程基準を改
正し、平成30年４月１日施行した。
平成30年度は、各支部の支部規程の内容を
見ながら支部規程基準改正の必要性を検討
し、必要があれば支部規程基準の改正を行
う。

■支部運営規程基準 ⑦ 50%

執務管理委員会
（常任理事　松浦正司）

事件数の増加に伴い、各支部とも、執務管理委員の確保に難渋している。その結果
業務報告の精査に遅滞が生じている現状が散見される。業務報告の重要性を説きな
がら、その精査に遅滞が生じていることは許容されることではないが、支部執務管
理委員の努力にも限界がある。
そこで、全国の業務報告を一か所のセンターに集約し、一次的な精査を本部が雇用
する専門職員で実施することの検討を始める。ただし、会員への執務支援は支部執
務管理委員が行うべきであり、その役割分担と連動が重要な要素と考える。

●全国の会員からの業務報告を一か所に集
約し、一次的な精査をするセンターの設置
の実現に向け検討する。

（カ）業務報告精査センター（仮
称）構想の検討

・一次精査と、執務管理委員の精査との
役割分担・連動のあり方
・雇用する専門職員への一次精査の基礎
的教育制度あり方

平成29年度 パイロット支部の試験運用
準備
平成30年度　試験運用開始
平成31年度 試験運用の検証結果を受け
て，業務報告精査センター構想の実現可
能性を判断（パイロット支部は兵庫支部
を指定）

平成30年4月より兵庫支部をパイロット支
部として指定し試験的運用を開始した。具
体的には精査センター職員による精査と執
務管理委員による（判断を要する）精査に
役割を分掌して業務報告精査を実施ている
ところである。平成30年度にかけて課題を
検証し平成31年度に実現可能性を判断す
る。

■(株)リーガル（2018/03/20）
兵庫支部の執務管理精査セン
ター機能仕様

⑧
100%（工
程進捗度
50%）

総務委員会
（常任理事　中西正人）

研修委員会
（常任理事　松尾健史）

2/3
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担当部署
（担当責任者）

現状における問題 再生のための基本方針 再生のための具体的施策 規則・規程・要綱等の変更項目 スケジュール期間・期限等 実施状況・実施期日等 資料等 資料番号 到達度

H30.11.25現在

リーガルサポート再生のための基本方針　各論

（1）事務局の移転（事務スペースの拡大）
　現状は27.94坪（92.38㎡）に16台の机があり、これ以上机を置くスペースがない
ため、育児休暇中の職員が復帰する時期（12月予定）には、新しい事務室への移転
が必要となる。

●事務スペースの拡大については、事務局
（主たる事務所）の移転も視野に入れて、
平成２９年度中に実現する。

（キ）本部事務局の強化
　・事務スペースの拡大
　・人員の増強

・事務局の移転を伴う場合には、理事会
決議が必要となる。
　新宿区以外の地に移転する場合には、
社員総会における定款変更決議が必要と
なる。

平成29年度
・事務局を移転する場合には、できれば
平成29年12月まで、遅くとも平成30年３
月までに移転する。
　司法書士会館内での事務スペースの拡
大が可能である場合にも、基本的には同
様のスケジュールを考えている。

司法書士会館（東京新宿区四谷本塩町）1
階のレストラン部分（現況は未使用）を移
転先とし、事務所仕様に変更する改修工事
をするため、現在、同会館所有者である日
本司法書士会連合会及び東京司法書士会並
びに同会館の建築設計業者及び建築業者と
詳細の調整中である。工事完了及び事務所
移転時期の目標は平成30年度中としてい
る。床面積は現在の概ね2倍であり、労働
環境も現状よりかなり改善される予定であ
る。

■平面図 ⑨ 50%

（2）人員増強（職員を育てる仕組みの構築へ）
　一度に多くの人数を増員するためには組織体制の構築、人を育てる仕組みが必要
となる。これまで、事務局体制の整備、増強が課題として常任理事会等で協議検討
されることがなかったので、有識者会議報告書を受けての今回の検討は、事務局体
制の整備、強化の良い機会である。
　この機会に（今年度）、組織体制の構築の第一歩として「課」の創設をしたい。
具体的には、「管理課」と「事業課」を置きたい。これにより、課長を2名置くこ
とができる（主任からの昇格）。そうすると、新たに主任を任命することができる
ようになり（一般職員からの昇格）、事務局全体の底上げとモチベーションの向上
を図ることができる。
　現有戦力のうち、リーダーとなれる人材に得意分野を任せ、数年後には、「課」
に属する「係」が充実したら、「係」を「課」に、「課」を「部」に、昇格させる
ことを検討したい。このようにして、組織体制の構築を図りたいと考えている。
　以上を踏まえて、今年度は、次年度以降に向けての足元を固める年と位置付け、
事務局体制の枠組みを構築することを目標としたい。 

●人員の増強については、平成２９年度中
に２名の増員を実現する。

・人員の増強に関しては、次のとおりの
改正を検討する。
■職員就業規則（改正）
・第９条（人員の増員に伴う勤務体制の
見直し）
■事務局規程（改正）
・第２条（事務局の組織）
・第５条（事務局内の分掌）

平成29年度～平成30年度
・人員の増強については、事務ス
ペースを確保（拡大）しなければ実
現が困難なので、12月までに事務ス
ペースの拡大の目処が立つ場合に
は、平成30年１月から、事務スペー
スの拡大が平成30年３月になる場合
には、平成30年４月から増員できる
よう、職員採用事務を、それぞれ、
10月又は２月ころまでに開始する。

職員就業規則及び事務局規程の改正につ
いては、それぞれ平成30年4月1日、平成
29年12月14日に施行し、新たに課を設置
し、組織体制及び人員の増強のための整
備を行った。ただし、実際の本格的な人
員の増強については、事務局移転（床面
積拡大）をしなければ実現が困難なの
で、事務移転後に職員採用事務を開始す
る。なお、平成29年度においては、レイ
アウト変更等の工夫を取り入れることで
以前より改善を図り、狭いながらも新た
に2名増員して体制整備を行っている。

■職員就業規則
■事務局規程

⑩
⑪

50%

理事長･副理事長
（副理事長　川口純一）

本部役員が会員及び支部役員に対し本部の事業の執行方針、執行状況、その背景事
情等について説明するとともに、支部の活動状況、本部の執行方針等に対する意見
等を聴取する場を設け、これら諸課題及びそれに対する執行方針等について懇談す
ることにより、支部本部の役員・会員間で認識共有を図る。

●支部本部間の意思疎通を図る。
●支部本部間の問題点の把握と解消法を検
討する。

（ク）支部訪問の実施・支部状況
の把握

■支部運営規程基準（改正）
平成29年7月より2年間で全50支部の訪問
予定。

理事長、副理事長が主体となり現在実施中
であり、平成30年11月25日現在28支部を訪
問した。
また、4支部について年度内に支部訪問を
することが確定している。

■会員通信掲載の支部訪問報告 ⑫ 56%

※規定内容及びシステム機能については，運用後に検証を行いながら逐次改正・改修する

専務理事
（専務理事　西川浩之）

3/3
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12 1 8
13 11 30

15 7 1
16 4 1
20 4 1
20 5 8

21 7 28
23 3 10
25 4 1
26 4 1

27 5 15
29 4 1
30 4 1
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兵庫支部の執務管理精査センター機能仕様

株式会社リーガル

2018/03/20 

本仕様案は、現在の執務管理システムの枠組みを大きく変えず、執務管理システムに精査

センター機能を追加するものです。

（１）精査センター機能を持つ支部の設定

精査センター機能を持つ支部として兵庫支部をシステム設定する。（以下「精査センタ

ー支部」と記す。）

システム設定はリーガル社により行う。今後兵庫支部と同様の精査センター機能

を利用する支部があれば、同様の設定を行うことで運用可能となる。

（２）精査センター職員の設定

精査センター支部は、システム管理：ユーザ情報編集画面の執務管理項目に、“精査セ

ンター職員”権限が表示される。

精査センター職員のユーザアカウントに対してチェックを入れると、精査センター職

員としての動作となる。

精査センター職員にチェックを入れると、自動的に執務管理担当者権限と執務設

定担当者権限が未チェックとなり変更できなくなる。

精査センター職員のチェックを外すと執務管理担当者権限と執務設定担当者権限

を編集できる状態に戻る。

■補足事項

執務管理権限の分類階層イメージは以下のように構成される。

執務管理基本権限

執務管理担当者権限

執務設定担当者権限

精査センター職員

ここで執務管理基本権限は、執務管理機能にアクセスして利用できる共通機能を定義する

抽象的な権限で、これをもとに執務委員と精査センター職員の権限階層を考える。よって、

基本的な機能は共有しながらも、執務管理委員の権限と、精査センター職員の権限は別の

体系となる。

本案は既存のシステムとの変化を最小限とするため（他支部で変化が無いように）、上記抽

象的な権限階層は明示しない形としている。
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（３）報告の進捗状況の扱い

現在の“精査待”～“精査中”～“精査終了”のステータスは維持した上で、精査セ

ンター支部の場合のみ評価する精査段階（精査中と会員修正待）のサブステータスと

して、“センター確認中”、“センター保留中”、“執務精査待”を新設する。

サブステータス（“センター確認中”、“センター保留中”、“執務精査待”）は精査セン

ター支部の執務管理画面（執務管理（事件一覧）、報告一覧、報告内容（精査画面））

のみ表示され、それ以外（マイページ、精査センター支部以外の支部、執務管理の CSV
出力等）は“精査中”、“会員修正待”として表示される。

■報告の進捗状況の遷移（精査待以降）
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精査待

精査前会員編集

精査中

会員修正待

精査終了

[精査終了] 

[編集許可] 

[精査開始] 

センター確認中

センター保留中

[確認開始] 

[会員確認依頼] 

精査中と会員修正待のサブステータス

執務精査待

[精査開始] 

[確認終了] 

マイページ表示 支部表示 説明

精査待 精査待 現行と同じ動作。

精査中 センター確認中 精査待のとき、精査センター職員が“確認

開始”を実行した状態。また、センター保

留中からセンター確認中に状態変更した

状態。

マイページ等では精査中となる。

会員修正待 センター保留中 センター確認中のとき、精査センター職員

が“確認依頼”を実行した状態（マイペー

ジでの編集が可能な状態）。

マイページ等では会員修正待となる。

精査中 執務精査待 センター確認中のとき、精査センター職員

が“確認終了”を実行した状態（執務委員

の精査開始を待つ状態）。

マイページ等では精査中となる。

精査中 精査中 執務委員（執務管理担当者権限）が“精査

開始”を実行した状態。

マイページ等では精査中となる。

会員修正待 会員修正待 精査中のとき、執務委員（執務管理担当者

権限）が“編集許可”を実行した状態（マ

イページでの編集が可能な状態）。

マイページ等では会員修正待となる。

精査終了 精査終了 執務委員（執務管理担当者権限）が“精査

終了”を実行した状態。
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マイページ等では精査終了となる。

■注意事項

確認終了後に、センター確認中に差し戻すことはできない。

（４）報告内容画面

報告の進捗状況は報告内容画面の操作で変化する。

■精査待から確認終了までの報告内容画面

精査待の状態で報告内容画面を表示すると、報告内容画面左上が“精査”ではなく、“確

認”と表示され、隣接するボタンが“確認開始”、“確認依頼”、“確認終了”となる。

画面左上の“確認”をクリックすると、“精査”の内容に切り替わる（下記“執務精査

待以降の報告内容画面”の項を参照）。

精査センター職員権限をもつユーザの場合、進捗状況に応じて以下の操作を行うこと

ができる。

進捗状況が“精査待”のとき、“確認開始”をクリックすると、進捗状況が“セン

ター確認中” となり、会員マイページ側で編集ができなくなる。またクリックし

たユーザ（確認開始者）と年月日（確認開始日）が記録される。

“センター確認中”のとき、“確認依頼”をクリックすると、進捗状況が“センタ

ー保留中”となり、会員マイページ側で編集が可能となる。会員が報告を修正し

て送信すると“センター確認中”に戻り、会員マイページ側で編集ができなくな

る。

“センター保留中”のとき、“機能／精査状況の変更”を実行することにより、

精査センター職員が強制的に“センター確認中”に戻すことができる。

“センター確認中”のとき、“確認終了”をクリックすると、進捗状況が“執務精

査待”となり、画面左上の“確認”が“精査”の内容になる。

執務管理担当者権限をもつユーザは、“確認開始”、“確認依頼”、“確認終了”を実行す

ることはできない。但し、画面左上の“確認”をクリックして“精査”に切り替える
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ことにより、“精査待”あるいは“センター確認中”でも精査開始を行うことができる。

また、執務管理担当者権限をもつユーザが“センター保留中”に“機能／精査状況の

変更”を実行すると、“センター確認中”ではなく“精査中”になる。

■執務精査待以降の報告内容画面

執務精査待の進捗状況以降に報告内容画面を表示すると、報告内容画面左上が“精査”

と表示され、隣接するボタンが“精査開始”、“編集許可”、“精査終了”となる（現行

の支部システムと同じ表示となる）。

精査待、センター確認中の状態で、執務管理担当者権限をもつユーザが画面左上

の“確認”をクリックして“精査”に切り替えた場合も同様の表示となる。

進捗状況が“執務精査待”以降（“確認終了”処理以降）の場合、画面左上の“精査”

をクリックしても“確認”の内容に切り替えることはできない。

精査センター職員権限をもつユーザの場合、“精査開始”、“編集許可”、“精査終了”を

行うことはできない。

（精査センター職員権限をもたない）執務管理担当者権限をもつユーザは、進捗状況

に応じて以下の操作を行うことができる（現行の動作と同じ）。

進捗状況が“精査待”あるいは“センター確認中”のとき、“精査開始”をクリッ

クすると、進捗状況が“精査中”になる。

進捗状況が“執務精査待”のとき、“精査開始”をクリックすると、進捗状況が“精

査中”になる。

“精査中”のとき、“編集許可”をクリックすると、進捗状況が“会員修正待”と

なり、会員マイページ側で編集が可能となる。会員が報告を修正して送信すると

“精査中”に戻る。

“会員修正待”のとき、“機能／精査状況の変更”を実行することにより、精査

センター職員が強制的に“精査中”に戻すことができる。

“精査中”のとき、“精査終了”をクリックすると、進捗状況が“精査終了”とな

る。
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（５）執務管理画面（事件一覧）への追加項目

精査センター支部のみ以下の項目が追加表示され、並び順も変更できる。

執務管理設定画面から表示項目の表示、非表示の設定を行うことができる。

表示項目名 説明

確認開始日 精査センター職員が“確認開始”をクリックした年月日。

確認開始者 “確認開始”をクリックした精査センター職員ユーザ名。

確認終了日 精査センター職員が“確認終了”をクリックした年月日。

精査開始日 執務委員が“精査開始”をクリックした年月日

精査終了日 執務委員が“精査終了”をクリックした年月日

■注意事項

確認開始日と確認開始者は、執務管理担当者権限をもつユーザが精査待で精査を開始

すると表示されない。同様に、確認終了日は、センター確認中またはセンター保留中

に執務管理担当者権限をもつユーザが強制的に“精査中”とした場合は表示されない。

進捗状況の欄には“センター確認中”、“センター保留中”、“執務精査待”の状態が画

像表示される。またフィルター項目に“センター確認中”、“センター保留中”、“執務

精査待”が表示されるため、センター関連の事件を進捗状況で絞り込むことができる。

精査終了日は、従来からある報告の精査日のことである。

（６）執務通知に類型を追加

通知内容の概要を把握しやすくするため、執務通知に類型を追加する。

精査画面から指示通知を送信するとき、精査センター支部の場合のみ類型が表示され、

指示通知の類型を設定できる。

類型を表示する指示通知は法定事件のみとする（任意後見の指示通知には表示し

ない）。

精査センター支部であれば、権限に関係なく類型を設定できる（精査センター職

員と執務管理権限のどちらも設定することができる）。

類型は複数選択が可能である。

■類型

（ア）通帳が添付されていない

（イ）通帳の数字が報告と一致していない

（ウ）報告内容に入力漏れがある
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（エ）多額の現金保管がある

（オ）多額の雑費がある

（カ）その他

平成３０年４月段階では、指示通知送信時に類型を設定できる機能のみ装備し

ます。送信した指示通知の類型の表示方法、集計等については、４月以降で必

要に応じて検討を行って装備します。

（７）本部システム

執務管理画面の兵庫支部を選択した場合は、兵庫支部の執務管理画面と同様の表示と

なる。但し、現行システムと同様に閲覧のみで内容の変更はできない。

本部の執務管理設定画面には支部毎の切り替えがないため、 “確認開始日”、“確認開

始者”、“確認終了日”、“精査開始日”、“精査終了日”が常に表示される。
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（８）運用開始時の動作

運用開始時に進捗状況が精査中以降の事件に変更はない。

運用開始時に“精査待”の報告から今回の仕様に沿った動作となる。

（９）その他

“前日に確認完了した事件のリストを執務担当者へメールする”機能のご要望につい

ては、一般的な執務担当者へのメール送信機能について平成３０年４月以降に検討す

ることになったため、その際に検討する支部システムユーザと会員情報の紐づけ、送

信先と通知対象事件の紐づけ方法（アクセス権限とは別）等と合わせて再検討するこ

ととし、本仕様書には組み込まない。

以上
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━━■ Legal Support Member's MailMagazine■━━━━━━━━━━━━━━━━

◆　リ ー ガ ル サ ポ ー ト 会 員 通 信　◆
　　　　　　　　　　　　　～ い つ も あ な た の そ ば に ～　　

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■Vol.333(2017年8月9日発行）■━━━ 
┏┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┻┛
　　■平成２９年度　本部役員による支部訪問―第１回福岡支部（平成２９年７月８日）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
　　　　　　　　　　　　　　（公社）成年後見センター・リーガルサポート　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　常任理事　恒松　史帆

　平成２９年７月８日（土）、午後４時から６時まで、矢頭理事長、川口副理事長、
齋藤副理事長及び常任理事恒松が福岡支部を訪問して福岡支部役員及び会員の方々
と意見交換を行いました。

１．成年後見制度利用促進基本計画への対応について

　福岡の現状としてはどの市町村の担当者もまだイメージすら持てていない段階で、
支部としても、協議会の場などで当法人の方針をどの程度示してよいのかがわから
ないとの意見がありました。これに対して、基本計画に基づく施策の実現としては
条例を策定して審議会を設置するという動き方よりも、既存の組織を動かしていく
方が現実的であり、その既存の組織としてどのようなものがあるのかというのは市
町村によって様々であることから、本部が１つのイメージを示すことは難しく、む
しろ現場にあるものを支部の判断で生かしてもらう方法を考えてもらいたいとの意
見を述べました。

　トップダウン方式ではなく既存の組織を整備すべきという点について支部と本部
の認識は共通しており、また、市町村へのアプローチのほか、地域包括支援センタ
ーが抱える事案に地元の会員が関与することでネットワークの中に入り込むという
方法もあるのではないかとの意見を述べたところ、福岡支部ではすでに県内すべて
の地域包括支援センターに支部の会員が窓口委員として配置されているとのことで、
そこで司法書士が主体的にチームを組織して事案に対応するという意識を窓口委員
に持ってもらうことが今後必要になってくるとの意見が述べられました。

２．法人業務適正検討有識者会議報告書を受けてのリーガルサポート再生のための
　　基本方針、その他について

　リーガルサポート再生のための基本方針について、福岡支部からは、当法人が置
かれている厳しい現状をいかに支部会員に伝えるかということが課題として示され
たため、本部としては今後、支部訪問や会員通信によりさらなる情報発信を行って
いくことを約束しました。また、リーガルサポートが一つの法人であるということ
を意識して支部運営を行わなければならないということを改めて認識したという意
見がありましたので、支部の裁量は一定程度必要ではあるが、本部での決定事項に
ついてはすべての支部において執行していただく必要があるということを確認しま
した。

　また、家庭裁判所との関係について、福岡支部の名簿登載率が６割を切っている
状況である中、東京家庭裁判所のように名簿非登載者については親族後見人と同様
に監督人が選任されるという対応がなされればよいが、福岡ではまだ後見人等の供
給が充分でないことから、後見人等選任の際にも名簿登載者と名簿非登載者との色
分けが常に徹底されているわけではなく、名簿非搭載者でも選任されている場合が
あるとの報告を受け、家庭裁判所に対しては名簿登載者と名簿非登載者とでは身元
信用保険代替金制度の適用に違いがあるということを説明してはどうかとの提案を
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しました。

　その他には、役員選挙制度を導入した場合に支部が混乱するのではないかとの不
安がある、広報手段としてマスコミ等を利用しての情報発信も行うべきではないか、
リーガルサポートへの入会促進についての法人の方針を示してもらいたい、など、
多くの意見を頂戴しました。

　当法人では、支部本部間の情報交換をさらに充実させることを目的として、本部
役員による支部訪問を行い、支部の役員や会員のみなさまと懇談して、本部が行う
事業の方針等について認識共有を図ることを、平成２９年度の事業計画として掲げ
ています。平成２９年度と平成３０年度の２年間で全５０支部を訪問する予定にし
ていますので、支部訪問の際には是非、支部の役員や会員のみなさまの忌憚のない
ご意見をお聞かせください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※会員通信の配信先を変更される場合は、下記ＵＲＬより変更手続を行ってください。
　　https://www.legal-support.or.jp/member/change_email
   （会員専用ＷＥＢサイト＞メールアドレス変更）

※ＬＳシステムからの案内メールの配信先を変更される場合は、ＬＳシステム会員マイ
　ページより変更手続を行ってください。
   （会員マイページ＞会員名をクリック＞会員情報＞メールアドレス編集）　
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
リーガルサポート会員通信～ いつもあなたのそばに ～
───────────────────────────────────────
■編集・発行（公社）成年後見センター・リーガルサポート広報委員会
■リーガルサポートホームページ　https://www.legal-support.or.jp　
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本会員通信を許可なく転載・転送することを禁じます

※携帯電話ではご覧になれません。

ページ(2)
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━━■ Legal Support Member's MailMagazine■━━━━━━━━━━━━━━━━

◆　リ ー ガ ル サ ポ ー ト 会 員 通 信　◆
　　　　　　　　　　　　　～ い つ も あ な た の そ ば に ～　　

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■Vol.340(2017年10月12日発行）■━━━ 
┏┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┻┛
　　■埼玉支部訪問報告

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
　　　　　　　　　　　　　　　（公社）成年後見センター・リーガルサポート        

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　副理事長　川口　純一

１．日　時：平成２９年８月２４日（木）午後６時３０分から午後８時００分まで

２．出席者：本部　理事長矢頭　範之　副理事長川口　純一
　　　　　　埼玉支部　支部長今井　明　他７名の役員及び会員　

３．場　所：埼玉司法書士会館３階会議室　

　埼玉支部は会員数２６４名（平成２７年５月１５日現在）と全国で７番目の
大所帯の支部であり、県南、県北、秩父地域ではそれぞれ抱えてる状況が異な
っている特徴がある。埼玉支部正副支部長会議の後、休みも取らずに矢頭理事
長の挨拶の後協議に入った。

（１）成年後見制度利用促進基本計画の対応について
　この議題の冒頭、今井支部長より、志木市審議会第２回目を傍聴した感想が
話された。ご存知のように、志木市は全国に先駆け、市議会で成年後見制度利
用促進に関する「条例」を制定したところであり、条例により「審議会」が設
置され、「市の成年後見制度利用促進基本計画」を策定し始めている。ただし、
今井支部長の報告では、策定については様々な問題があり、先ず家庭裁判所の
役割に関するイメージが確定していないためか、本庁と支部との動きが一致し
ていないように思う。また、志木市も実働部隊は３人程度の人数で大掛かりな
機能を担うのは無理と思われるので、それをフォローする組織をどのように作
るかが課題ではないかとの感想を述べた。

　これに対し矢頭理事長は、家庭裁判所の役割は今まで通りと変わらないが、
現状、細かい事項に関する相談を求められることが多く、その部分について中
核機関を中心とする地域連携ネットワークの中で対応してもらいたい、と家庭
裁判所は考えているようだと述べ、また、志木市については今後組成される中
核機関の運営、特にマッチング機関に埼玉支部が関与することが重要であると
説明した。

　次に、越谷市はネットワークができていて、社会福祉協議会の中に専門職が
入って動いている。市長申立て案件はケース検討会議で諮って申し立てにつな
げているので改めて中核機関を組成する必要はないと考えているようだとの話
が出た。

　矢頭理事長より、越谷市については、中核機関を明確に設置すること、自治
体ごとの基本計画を策定して場面１から７までの機能を整備していくことが今
後目指すことになるであろう。また、今後は家庭裁判所に自治体ごとの利用件
数等の統計情報を出してもらうことを要請する必要があるとの説明がなされた。

ページ(1)
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（２）リーガルサポート再生のための基本方針について（法人業務適正検討有
識者会議報告書対応）
　当職から、「専門職後見人」から「後見の専門職」への理念の下、会員全体
のレベルアップを図る必要がある旨、財産管理については執務基準を策定し、
特に現金預金出納帳の必須化、勘定科目の統一化を図る旨等、概要説明を行った。

　今井支部長より、執務基準の策定等については、多くの会員は負担と受け取
り、実現の困難が予想されるとの意見があり、矢頭理事長からは、理事長所信
を引用して、会員には「後見の専門職」へ意識を変換することが求められてい
ることを説明していただきたい。また、本部としても会員への周知は十分に行
いたい旨の説明をした。

　現金預金出納帳機能をＬＳシステムに実装することで、会員の利便性を図っ
ていくことに対し賛同の意見が出たが、出納帳の内容を報告することの是非に
ついて疑問が示された。これに対しては、会員がＬＳシステム上で現金預金出
納帳に入力しても、支部の執務管理委員は現金預金出納帳データを見ることは
出来ない仕組みとする予定である旨を説明した。

　研修については、「ディスカッション形式について新規登載研修対象者はデ
ィスカッションするほどの知識や経験がないので難しい。」「考査を検討して
いないのか。」との意見が出された。矢頭理事長より、寝ていても単位が取れ
る研修の改善を有識者会議では指摘されている。行政書士会は考査等を行って
いるが、ディスカッション方式がより効果的であると考えているので理解を求
めるとの説明がなされた。

　今井支部長より、任意後見・任意代理の紙での報告を何とかしてほしいとの
意見が出され、当職より来年の１０月を目途に検討していると説明した。

　その後、午後８時から懇親会を行い、様々な意見交換を行った。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※会員通信の配信先を変更される場合は、下記ＵＲＬより変更手続を行ってください。
　　https://www.legal-support.or.jp/member/change_email
   （会員専用ＷＥＢサイト＞メールアドレス変更）

※ＬＳシステムからの案内メールの配信先を変更される場合は、ＬＳシステム会員マイ
　ページより変更手続を行ってください。
   （会員マイページ＞会員名をクリック＞会員情報＞メールアドレス編集）　
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◆　リ ー ガ ル サ ポ ー ト 会 員 通 信　◆
　　　　　　　　　　　　　～ い つ も あ な た の そ ば に ～　　

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■Vol.341(2017年10月12日発行）■━━━ 
┏┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┻┛
　　■宮城支部訪問報告

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
　　　　　　　　　　　　　　　（公社）成年後見センター・リーガルサポート        

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　副理事長   齋藤　利美

１．日　時：平成２９年８月２５日(金）午後３時３０分から午後５時３０分まで

２．出席者：本部　理事長 矢頭範之　副理事長 齋藤利美　常務理事 舘博文
　　　　　　宮城支部　支部長阿部　正実　他支部役員及び会員

３．場　所：宮城県司法書士会　会議室

　阿部支部長より挨拶があり、続いて、矢頭理事長より支部訪問の趣旨について
説明を行った。

次に本部から二つのテーマについて説明を行った。

（１）成年後見制度利用促進基本計画について(矢頭理事長)
   　　これに対して宮城支部からの質問・意見は次のとおりである。
　　　・宮城支部では、支部に、先日、対応委員会の設置をしたところである。
　　　・三士会で７月１２日に打ち合わせをした。今後の動きについては、社
　　　　会福祉士が前向きに活動しているようだが、アクションをおこすときは、
　　　　三士会で共有することを約束している。
　　　　→これについては、矢頭理事長から既存ネットワークを活用する場合の注
　　　　　意点として、司法書士が参加していない既存ネットワークが活用された
　　　　　結果、司法書士が排除されてしまうことがあってはならないので、この
　　　　　点について今後の取組の中で注意をしていただきたい旨の説明をした。

（２）法人業務適正検討有識者会議報告書について(齋藤副理事長)
　　　これに対して宮城支部からの質問・意見は次のとおりである。
　　　・統一科目について
　　　　精査する方も精査しやすいので、統一科目はあった方が良い。会員により
        認識が異なってくると思われるので、管理する上でも良いと思うし、後見
        業務を行う司法書士にとっても良いと思うので、早めに統一した方がよい。
　　　・ディスカッション形式の研修を導入することについて
　　　  集合形式となると、なかなかその研修の機会を設けるのが難しいので、
　　　　フォローの方法を考えなければならない。気仙沼のように、その地域の
　　　　会員数が少ないためそもそも地域での集合研修の開催が容易ではなく、
　　　　しかも、仙台まで来るには時間がかかるため研修の機会が限られている
        ような場合は、例外として論文（レポート）提出のような代替方法を検
        討していただきたい。ディスカッション形式は、すべての研修に取り入
        れるとなると、準備する支部も大変であるし、会員にとってもあまり
       （名簿登載）要件が厳しすぎると、名簿登載会員が減ってしまうような
　　　　危険性を孕んでいるので慎重に検討していただきたい。２年間で１科目
　　　　程度であれば可能と思われるが、複数科目となると困難と思われるので
　　　　配慮していただきたい。
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（３）意見交換の全体的印象だが、若手会員から、前向きな、良い意見が出てい
　　　たことに嬉しく思った。意見交換後の懇親会においても、話しきれなかっ
　　　たことなど、ざっくばらんに話しあえて有意義であった。
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   （会員専用ＷＥＢサイト＞メールアドレス変更）

※ＬＳシステムからの案内メールの配信先を変更される場合は、ＬＳシステム会員マイ
　ページより変更手続を行ってください。
   （会員マイページ＞会員名をクリック＞会員情報＞メールアドレス編集）　
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
リーガルサポート会員通信～ いつもあなたのそばに ～
───────────────────────────────────────
■編集・発行（公社）成年後見センター・リーガルサポート広報委員会
■リーガルサポートホームページ　https://www.legal-support.or.jp　
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本会員通信を許可なく転載・転送することを禁じます

※携帯電話ではご覧になれません。
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◆　リ ー ガ ル サ ポ ー ト 会 員 通 信　◆
　　　　　　　　　　　　　～ い つ も あ な た の そ ば に ～　　

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■Vol.343(2017年10月26日発行）■━━━ 
┏┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┻┛
　　■函館支部　支部訪問

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（公社）成年後見センター・リーガルサポート

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　矢頭　範之

　平成２９年９月２日（土）に当職と西川専務理事の２名で函館支部を訪問した。函館
支部は会員１３名の当法人の中で最も小規模な支部のうちの一つである。
　午後３時３０分から午後５時３０分まで、函館司法書士会の事務局が存在する桐朋会
館２階会議室で森支部長ほか４名の支部役員・会員と協議を行った。
　冒頭、当職より支部訪問の趣旨説明をしたのち意見交換を行った。

（１）成年後見制度利用促進基本計画について
　　当職から、本年３月に閣議決定された成年後見制度利用促進基本計画の概要と今後
　の自治体での取組みを図るために弁護士会や社会福祉士会と協働する方針であること
　を説明した。
　　函館支部からは、自治体において目立った動きがないが、函館市には平成２８年度
　に函館市成年後見センターが設置され、平成２９年度に第１号となる市民後見人（後
　見監督人が選任されない方式を採用）が選任されたことで、後見事務の支援活動も始
　まったので、この成年後見センターにおける市民後見人養成・支援等の仕組みを親族
　後見人等の支援に広げていくことになるのではないか、との説明があった。
　　その後、他の小規模な市町村に広げていくには広域連合を組織する必要があること、
　そのためには函館支部、函館司法書士会、弁護士会及び社会福祉士会が三専門職団体
　として家庭裁判所および渡島総合振興局・檜山振興局等へ働きかけをしていくことが
　必要である等の意見交換を行った。

（２）法人業務適正検討有識者会議報告書を受けてリーガルサポート再生のための基本
　方針について
　　西川専務理事からその各論（現預金出納帳の作成、収支予定と収支実績の両方の報
　告、研修単位の増加、ディスカッション形式研修の必須化、推薦基準の統一化、支部
　運営基準の統一化、業務報告精査センターの設置等）について説明したところ概ね参
　加者から賛同を得られた。
　　ただ、ディスカッション形式研修については、名簿登載更新研修では実施可能だが、
　名簿新規登載研修の参加者は毎年１名程度なので、そこではディスカッションができ
　ない、強いて実施するとすれば担当者とディスカッションをすることになり、現実的
　には難しいのではないか、との意見が出された。

　　その他、民事法律扶助の要件を満たさない後見等開始申立ての費用の助成の在り方
　について、成年後見制度利用促進基本計画に基づき中核機関が設置され、地域連携ネ
　ットワークにおける申立支援によって支援することが可能となる等の意見交換がなさ
　れた。

　　函館支部が担当する地域の面積は広いにもかかわらず、会員数が少なく、森支部長
　が支部事務局機能を担われている等マンパワーの点で小規模支部なりのご苦労がある。
　　成年後見制度利用促進基本計画に基づく地域連携ネットワークの構築においては、
　広域連合による取り組みや、市民からの相談についても一次相談、二次相談と段階を
　設ける等効率的な取り組みが必要であると感じた。
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※ＬＳシステムからの案内メールの配信先を変更される場合は、ＬＳシステム会員マイ
　ページより変更手続を行ってください。
   （会員マイページ＞会員名をクリック＞会員情報＞メールアドレス編集）　
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───────────────────────────────────────
■編集・発行（公社）成年後見センター・リーガルサポート広報委員会
■リーガルサポートホームページ　https://www.legal-support.or.jp　
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◆　リ ー ガ ル サ ポ ー ト 会 員 通 信　◆
　　　　　　　　　　　　　～ い つ も あ な た の そ ば に ～　　

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■Vol.347(2017年11月2日発行）■━━━ 
┏┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┻┛
　　■富山県支部訪問報告

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（公社）成年後見センター・リーガルサポート  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　矢頭　範之

　平成２９年９月８日（金）、一昨年の北陸新幹線全線開通により東京都内からのアク
セスが非常によくなっている富山県支部（訪問時会員数５２名）に当職と齋藤利美副理
事長の２名で訪問した。午後３時から午後５時３０分まで富山県司法書士会大会議室で
森田支部長のほか１３名の支部役員・会員が出席された。磯野相談役や石山元支部長な
ど懐かしい方々も参加されていた。

１．本部からの説明事項
（１）成年後見制度利用促進基本計画について
　　冒頭森田支部長と当職が挨拶し、成年後見制度利用促進基本計画について当職から
　概要を説明した。
　　支部から、富山県内の動きとしては特段の動きがないことのほか、富山県内の専門
　職団体の交流状況として、当法人富山県支部のほか、社会福祉士会、税理士会、社会
　保険労務士会（一般社団法人）、行政書士会（ＮＰＯ法人）及び県社会福祉協議会の
　６団体で事例研究会を実施していて情報交換の場を設けて交流していること、ここに
　弁護士会が参加していないことが報告された。
　　それを踏まえて、第一に、社会福祉士会とともに弁護士会に対して協議を申し入れ
　ること、その後、県との協議を、家庭裁判所を交えて働きかけること、特にその際、
　行政窓口への働きかけをきちんとした後、予算等の課題がある場合など必要な段階で
　県議会議員や市議会議員等へのアプローチをしたほうがいいこと、その順番を間違え
　ると混乱を招く恐れがあること等の意見交換を行った。

（２）法人業務適正検討有識者会議報告書を受けて
　　齋藤副理事長から概要説明し、現預金出納帳等のＬＳシステムへの実装は平成３０
　年４月ごろを予定していることを付言した。
　　この意見交換のなかで、支部から履修研修単位を増加させると名簿登載者数が減少
　する恐れがあり、家庭裁判所からの推薦依頼に応ずることも厳しくなるのではないか、
　との問題提起がされた。
　　これに対し、業務遂行に必要な知識が不足していることを要因とする問題事例が発
　生していることから、「後見の専門職」を目指して一定レベルの知識を習得した名簿
　登載者を推薦するために底上げをすることが目的であることを説明し、家庭裁判所か
　らの推薦依頼に対しては名簿登載者以外の会員を後見人として推薦する場合には後見
　監督人を付すなど差別化を図る等の工夫を家庭裁判所に働きかけてもらいたいと要請
　した。

２．支部が希望する協議事項
　　支部からの提案議題として、（１）支部に余剰金があるのであれば会費の値下げを
　するべきではないか、（２）定率会費の対象となる業務が推薦以外の事件を含むなど
　明確ではない、（３）不正防止の観点から法人後見を採用し支部に権限委譲すべきで
　はないか、との問題意識が提示され、（１）今後、ＬＳシステム開発等のインフラ整
　備や促進法基本計画及び有識者会議報告書対応によって事業活動が増加することが考
　えられるため会費の減額は考えていない、（２）定率会費は推薦や業務報告精査の対
　価ではなく、規則規定で当法人会員の当法人の事業に関する全受託事件は定率会費の
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　対象と定めている、（３）法人後見のリスク・デメリットを説明し、法人後見に相応
　する事件については一定の要件を定めていること等を説明し、理解を求めた。
　　その他成年後見業務に関する具体的な論点について意見交換を行った。

　　社員総会、全国支部長会議、支部本部連絡会議、ブロック会議等で本部として口頭
　で、またこれに伴うＱ＆Ａ等文書で説明している事項について、まだまだ会員まで周
　知できていないことが多いことを実感した。
　　更なる周知を図るためにも支部訪問が有意義であることを改めて確認した次第であ
　る。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※会員通信の配信先を変更される場合は、下記ＵＲＬより変更手続を行ってください。
　　https://www.legal-support.or.jp/member/change_email
   （会員専用ＷＥＢサイト＞メールアドレス変更）

※ＬＳシステムからの案内メールの配信先を変更される場合は、ＬＳシステム会員マイ
　ページより変更手続を行ってください。
   （会員マイページ＞会員名をクリック＞会員情報＞メールアドレス編集）　
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
リーガルサポート会員通信～ いつもあなたのそばに ～
───────────────────────────────────────
■編集・発行（公社）成年後見センター・リーガルサポート広報委員会
■リーガルサポートホームページ　https://www.legal-support.or.jp　
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本会員通信を許可なく転載・転送することを禁じます

※携帯電話ではご覧になれません。
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━━■ Legal Support Member's MailMagazine■━━━━━━━━━━━━━━━━

◆　リ ー ガ ル サ ポ ー ト 会 員 通 信　◆
　　　　　　　　　　　　　～ い つ も あ な た の そ ば に ～　　

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■Vol.349(2017年11月9日発行）■━━━ 
┏┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┻┛
　　■長崎支部　支部訪問

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（公社）成年後見センター・リーガルサポート

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　矢頭　範之

　平成２９年９月２２日、川口純一副理事長と当職で長崎支部を訪問した。当日は気温
が低いわりには蒸し暑い日であった。冒頭、向原支部長から挨拶いただき、６４名の会
員中１５名の支部役員及び会員が参加されたことが報告された。引き続き当職から挨拶
とともに支部訪問に対する趣旨説明をした上で協議を行った。

１．法人業務適正検討有識者会議報告書を受けて
　　川口副理事長から概要説明をしたのち、意見交換を行った。そのうち（１）「長崎
　においては被後見人の収入として「原爆手当て」という特殊項目があるが、勘定科目
　の統一で齟齬が生じないか。」（２）「現預金出納帳は業務報告の一部として提出す
　るのか。すでに別ツールで作成している場合、二重負担にならないか。」（３）「Ｌ
　Ｓシステムの出納帳を利用するには、事件ごとに順次利用していくので１年程度の猶
　予が欲しい」等の質問があった。
　　これに対し、（１）「統一された勘定科目中、大分類科目（９科目程度）について
　は固定とし、細分類科目は例示を設けてなるべくその範囲で利用してもらうようにし、
　特殊なものは自由入力できるようにしたい。」（２）「基本的に支部は業務報告とし
　て精査することはできない。特定原本確認時に精査できるようにするかどうかは検討
　中である。ベンダーソフト、エクセルシート、一般会計ソフト、紙の出納帳等が考え
　られるが、ベンダーソフトは業者と連携する予定。エクセルシート、一般ソフトはＣ
　ＳＶファイル出力してデータを取り込めるようにしたいが、勘定科目を統一すること
　もあり、また、収支実績、財産目録等の便利な機能を備えるので、ＬＳシステムを順
　次使用してほしい。」（３）「導入には一定程度の猶予が必要と考えている。」等と
　回答した。

２．預金通帳の全件原本確認作業について
　　当職から全国的には始まった段階であるが、現状及び調査の進捗状況を説明した。
　　長崎支部から、会員数６４名中対象会員は５４名、すでに１０名の執務管理委員は
　調査済みであり、今後新旧役員の調査を行っていくことの説明があり、離島の会員へ
　の対応として交通費及び宿泊費の質問があり、詳細は委員会から回答する旨を伝えた。

３．成年後見制度利用促進基本計画への対応について
　　当職から基本計画の概要を説明するとともに、地域連携ネットワーク構築・中核機
　関設置に向けて三専門職団体が協働すること、予算獲得の場面では政連と連携するこ
　と、ただし、その順番を間違えると混乱が生じる可能性があるので注意が必要との説
　明をした。また、川口副理事長から１４日の日司連全国会長会で説明したことを報告
　した。
　　向原支部長から九州ブロックにおける内閣府からの説明会があったので参加したこ
　と、弁護士会及び社会福祉士会と協議した上で、三専門職団体と長崎市とで協議した
　が目立った反応がなかったことが報告された。
　　その後、今後、三専門職団体と協議して県を中心にアプローチをかけていくこと、
　条例制定及び審議会設置が実現できれば事務局もおかれ予算もつくことから、そこか
　らアプローチすることも選択肢のうちであること等の意見交換があった。
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４．離島等における成年後見制度の利用促進について
　　支部から、長崎県は離島が多く、五島列島会員２名（上五島０名、五島本島２名）、
　壱岐１名、平戸１名の会員が在籍するが対馬は０名であること、対馬は制度施行から
　申立てが１件あるかないか程度で制度利用が進んでいないが、日常生活利用支援事業
　で後見制度に移行すべき事案が結構あること、対馬社協は法人後見を立ち上げたい意
　向があり、支部に対してその場合の監督と法人後見事務運営の支援をしてほしいとの
　要請があることが報告された。
　　本部から、そもそも社協の法人後見は人材的コストがかかること、そのためには報
　酬を見込めるものを受任していくことがあること、しかし総合的に赤字になっている
　こと、人事異動によってノウハウの蓄積が難しいとの最近の傾向を説明した。
　　そのうえで、対応方法として、社協法人後見と会員個人の複数後見等が考えられる
　こと、法人後見の運営のアドバイスをするのであれば、当法人の法人後見運営も参考
　になるが、他の社協の法人後見運営のほうが参考になると思われること、そのために
　は県社協、全社協等に問い合わせすること等を提案し、その中で促進基本計画におけ
　るモデル事業として検討してみてはどうか、との意見交換を行った。

５．報酬が見込めない財産少額事件に対する対策について
　　支部から報酬に関し会員に対するアンケート調査を実施していて半分の回答があっ
　たこと、その中間結果として、現預金残高が１００万円未満の事件が回答総数のうち
　１５％、その他被後見人の事情により報酬付与申立てができない事件が１０％あった
　ことが報告され、行政に対し、成年後見制度利用支援事業における報酬助成拡大に関
　する要望書を弁護士会、司法書士会、社会福祉士会の連名で８月３１日に提出したこ
　との情報提供があった。

　長崎支部は、離島地域がある等の特殊な事情がある支部である。離島への対応は行政
や社会福祉協議会等地域の機関と協力・連携することが必要だが、島の社会資源を最大
限活用して不足する部分をどのように補うかが焦点と思われる。向原支部長の「当初は
３時間という協議時間は余ると考えていたが、充実した協議であった。」という感想が
印象的であった。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※会員通信の配信先を変更される場合は、下記ＵＲＬより変更手続を行ってください。
　　https://www.legal-support.or.jp/member/change_email
   （会員専用ＷＥＢサイト＞メールアドレス変更）

※ＬＳシステムからの案内メールの配信先を変更される場合は、ＬＳシステム会員マイ
　ページより変更手続を行ってください。
   （会員マイページ＞会員名をクリック＞会員情報＞メールアドレス編集）　
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
リーガルサポート会員通信～ いつもあなたのそばに ～
───────────────────────────────────────
■編集・発行（公社）成年後見センター・リーガルサポート広報委員会
■リーガルサポートホームページ　https://www.legal-support.or.jp　
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本会員通信を許可なく転載・転送することを禁じます

※携帯電話ではご覧になれません。
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━━■ Legal Support Member's MailMagazine■━━━━━━━━━━━━━━━━

◆　リ ー ガ ル サ ポ ー ト 会 員 通 信　◆
　　　　　　　　　　　　　～ い つ も あ な た の そ ば に ～　　

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■Vol.358(2017年12月28日発行）■━━━ 
┏┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┻┛
　　■鹿児島支部訪問報告

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
　　　　　　　　　　　　　　　　（公社）成年後見センター・リーガルサポート
                                                     副理事長　川口　純一

　平成２９年９月２３日（土）、矢頭範之理事長と当職で長崎支部訪問を終えた
その足で鹿児島支部を訪問した。昨日遅くまで長崎で懇親を深めた後なので疲れ
があったが、桜島を見ると何故か力が湧いてくる思いであった。鹿児島市内の宝
山ホールにおいて、理事長と当職がそれぞれ研修講師を務めた後、２１名の参加
をいただき会議が始まった。冒頭、内田大介支部長から挨拶をいただき、その後、
引き続き理事長から挨拶とともに支部訪問に対する趣旨説明をした上で協議を行
った。

１．先ず、支部からの質問事項に対し、本部が答えることから始めた。
（１）支部からの質問
　　（ア）「除名された会員に再入会を認める余地はあるのか。」

    （イ）「今後も除名以外の方法を検討しないのか。」

　　（ウ）「有識者会議報告書において解体的出直しが求められているが、支部
　　　　　　に運用指針についても権限移譲して執務管理面を管理指導していく
　　　　　　ことは考えられないのか。」

      本部からの回答
　　（ア）「運用指針による除名者について入会申請は今までない。理事会がど
　　　　　　のような判断をするか不明であるが、時間、費用、労力をかけて除
　　　　　　名に至ったことから、再入会を認めることについては一般会員の感
　　　　　　情的な問題はある。被後見人等が当法人に対する業務報告をするこ
　　　　　　とを拒否している場合でも業務報告することが何らかの形で担保さ
　　　　　　れることが必要になるだろう。」

　　（イ）「特定原本確認をして任意退会することができるか等も選択肢として
　　　　　　検討しているが難しい。」

　　（ウ）「解体的出直しは、業務報告をしない会員を除名することを問題だと
　　　　　　いう話ではない。除名は全会員統一基準で運用されるべきである。」

（２）支部からの質問「成年後見制度利用支援事業の報酬助成について、鹿児島
　　　市が上限（在宅２８０００円・施設入所１８０００円）を出すとしている
　　　が、鹿児島家庭裁判所はそれより低い報酬付与決定しか出さない。また、
　　　報酬額が異常に低額なケースがあり（社会福祉士も同様の状況）、家庭裁
　　　判所書記官との協議会でも『裁判官の専権事項』との回答しかもらえない。
　　　会員から報酬額への不満が多く、会員の受任意欲の低下、推薦の辞退とい
　　　ったことになりかねないので、何か打開策があれば示してほしい。」

　　　本部からの回答「前任の裁判官からこのような取扱いになっているようだ
　　　が、裁判官により取扱いが極端な例は他にも散見される。家庭裁判所の運
　　　用として固定しないよう三専門職で働きかけをしていくことが重要だと考
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　　　える。

（３）支部からの質問「家庭裁判所へ名簿登載者を推薦したところ、名簿登載し
　　　ていない司法書士が選任されたので、家庭裁判所書記官に問い合わせをし
　　　たところ『裁判官の判断なので。』と言われてしまった。他の支部での対
　　　応はどうなっているのか。」

      本部からの回答「身元信用保険代替金の対象者は当法人の後見人等候補者
　　　名簿登載者だけであること、成年後見制度利用促進基本計画の下では、こ
　　　れまで以上に身上保護等の研修が重要になるが、名簿登載者は研修を受け
　　　名簿更新をしていること等を説明して理解を求める必要がある。また、名
　　　簿登載者以外の司法書士が後見人に選任される場合の取り扱いについて、
　　　監督人をつける等の名簿登載会員との区別をお願いする等積極的な協議を
　　　持ちかけてみてほしいと伝えた。

２．法人業務適正検討有識者会議報告書を受けてリーガルサポート再生のための
　　基本方針
　　『後見の専門職』として胸を張れるように、法人の改革と同時に会員の意識
　　改革が必要である。当法人の会員であれば執務基準に基づいた一定水準をク
　　リアした業務が行われていなければならない。等々の本部説明の後、質疑応
　　答に入った。

    支部からの質問
　　（ア）「弁護士会は横領等の対応策をどうしているのか。」

　　（イ）「弁護士は個人の責任で業務を行っている。当法人が会員を締め付け
　　　　　　ることに疑問を感じる。」

    本部からの回答
　　（ア）「弁護士会によっては家庭裁判所から受領した「報酬付与の審判書の
            謄本」と「財産目録」等の基本事件番号以外をマスキングして弁護
            士会内の委員会に報告しているところもある。各弁護士会によって
            対応が異なるので詳細は分からない。」

　　（イ）「当法人の研修と指導監督制度及び再発防止策は家庭裁判所に評価さ
　　　　　　れている。元副理事長の不正事件は大きな影響を与えているが、『
　　　　　　後見の専門職』と全ての会員が言われるように、研修及び執務管理
　　　　　　を改革していく必要がある。」

３．成年後見制度利用促進基本計画について
　　支部から次のような状況説明があった。「政治連盟とともに県議・市議と勉
　　強会を開催した。今まで弁護士会、社会福祉士会との協議会が実現できてい
　　なかったが、今年度から前向きに動き出した。鹿児島県と鹿児島市では全く
　　動きがなかったが、鹿児島市は連絡会を開催することになった。鹿児島市は
　　鹿児島市社会福祉協議会に中核機関を任せるにはマンパワーが足りないとの
　　議論があり、鹿児島市社会福祉協議会は鹿児島市が予算を付けなければ難し
　　いと言っている。薩摩川内市は社会福祉協議会の法人後見の運営を軌道に乗
　　せることを考えていて、その他の利用促進関係の動きはない。」

　　鹿児島支部は、鹿児島市と薩摩川内市等を中心とした都市部と、それ以外の
　　地域では状況が異なっているが、それぞれに支部がしっかり対応しているよ
　　うであった。また、懇親を深める中で、支部役員等との意見交換ができ、支
    部の本音が聞けたような気がした。帰りの列車の窓から見える力強い桜島が、
    今後の鹿児島支部の活躍を誇っているようであった。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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※会員通信の配信先を変更される場合は、下記ＵＲＬより変更手続を行ってください。
　　https://www.legal-support.or.jp/member/change_email
   （会員専用ＷＥＢサイト＞メールアドレス変更）

※ＬＳシステムからの案内メールの配信先を変更される場合は、ＬＳシステム会員マイ
　ページより変更手続を行ってください。
   （会員マイページ＞会員名をクリック＞会員情報＞メールアドレス編集）　
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
リーガルサポート会員通信～ いつもあなたのそばに ～
───────────────────────────────────────
■編集・発行（公社）成年後見センター・リーガルサポート広報委員会
■リーガルサポートホームページ　https://www.legal-support.or.jp　
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本会員通信を許可なく転載・転送することを禁じます

※携帯電話ではご覧になれません。
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◆　リ ー ガ ル サ ポ ー ト 会 員 通 信　◆
　　　　　　　　　　　　　～ い つ も あ な た の そ ば に ～　　

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■Vol.359(2017年12月28日発行）■━━━ 
┏┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┻┛
　　■岡山県支部訪問報告

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（公社）成年後見センター・リーガルサポート  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　副理事長  齋藤 利美

下記の日程で岡山県支部に訪問した。
日  時　平成２９年１０月６日(金)午後４時～午後６時
場  所　岡山県司法書士会館
参加者　岡山県支部　秀岡支部長　他１５名(うち支部役員以外約３名)
本　部　川口副理事長　齋藤副理事長

議題
第１　法人業務適正検討有識者会議報告書に対する基本方針について齋藤副理事長
　　　から説明を行った。これに対して、岡山県支部からは次のような質疑応答が
　　　あった。
　　　「ディスカッション方式では、話す人は話し続けるし、話さない人は全然話
      さない。これをどうするか。」との質問に対して、ディスカッション方式の
      研修形態として、現在、ディスカッション中心方式、研修後意見交換方式、
      茶話会方式など３つの形態案が出ているので、実情にあった方式で実施して
　　　いただければと思う、との回答がされた。

　　　「業務報告精査センター構想とは実際どんなことをするのか。」との質問に
　　　対して、まずは、業務報告の数字的な部分をチェックするものとなる。パイ
　　　ロット支部の運用状況を考慮して進めていきたい、との回答がされた。

　　　「現在は業務報告の際に通帳の最終残高部分のみの写しをつけてもらってい
　　　るが、これだけでは実際のところ、不正な支出を見抜けないのではないか。」
　　　との質問に対して、岡山県支部のように全頁を添付してもらうべきかどうか、
　　　今後の作業工程のなかで検討する、との回答をそれぞれ行った。

　　　その他、岡山県支部から（１）身上監護執務基準について、時間をかけてじ
　　　っくり検討すべきではないか。身上監護の配慮が足りなかった事例を(デフ
　　　ォルメして)ＬＳシステムなどに掲載し執務に役立たせる方法もあるのでは
　　　ないかとの提案、　（２）研修についてオンデマンド方式の提案、（３）Ｌ
　　　Ｓシステムにおける任意代理、任意後見の報告システムが十分ではないこと
　　　の指摘があった。

第２　成年後見制度利用促進法について川口副理事長から説明を行った。続いて、
　　　岩田副支部長を中心に岡山県の各市町における活動状況が説明された。

（１）８月に司法書士会に成年後見制度利用促進法対応委員会が設置され、リーガル
　　　サポート岡山県支部の対応委員会のメンバー全員が司法書士会の委員会メンバ
　　　ーになったこと。

（２）岡山市、総社市、津山市、倉敷市などでの取り組みが紹介された。このうち、
　　　総社市では理想的な形ができていること、津山市は権利擁護センタ－を発足
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　　　し審議会設置を目指していること、倉敷市では、まずは相談窓口を作るとの
　　　ことで、三士会から相談員を派遣してほしいとの要請があり実績を作って予
　　　算確保に繋げていきたいとのこと、であった。

第３　その他質疑応答
Ｑ１．家庭裁判所から、報告書に添付する資料の軽減化の話があった。
　　　家庭裁判所に提出する報告が軽減されているのに、リーガルサポートには、
　　　それ以上の資料を提出することには疑問があるとの意見を述べる会員も出て
　　　くる。
   Ａ．東京家庭裁判所の例を紹介し、他の裁判所においても軽減化の動きがあるこ
　　　 とを報告した。しかし、家庭裁判所としては、専門職が収支状況を把握して
　　　 いなくてもよいと考えているのではなく、当然専門職としてやるべきことは
　　　 やっている上での報告の簡易化と考えているとの事であったが、中には勘違
　　　 いしている会員も見受けられた。何より、再生計画において大事なのは、「
       後見のプロ」としての自覚であるので、出納帳を付け収支実績を出し、今後
       の収支予定等後見計画を考えるのが大事と考える。

Ｑ２．三士会で一緒に活動していくうえで、今後、意見の不一致や考え方のズレが生
　　　じることが想定されるが、そうならないようにするためにはどうしたらよいか。
   Ａ．三士会で協働した方が行政等に与えるインパクトは強いので、先ずは、三士
       会の協議会を開き、地域に合った協働できる施策を考えて欲しい。その中で
       三士会の意見の不一致等を修正し一致して行政等との交渉にあたってほしい。
　　   それでも地域によっては、他の士業とは協働できない場合もあると考えるので、
　　　 その場合は司法書士会、政治連盟、他の友好団体等と協働して、利用できる行
       政等とのパイプを最大限利用し、行政等に働きかける必要がある。
　　   この場合、政治的な動きをする場合は、先ず行政等に働きかけ、行政が積極的
　　　 に動かない場合は議員等に働きかけることになるがこの場合も行政等の担当者
　　　 には事前説明を行ってから活動した方が良いと考える。

第４  最後に秀岡支部長から、（１）三士会の間関係が良好なのは、もともと弁護士
　　　会との関係が良好であったことも要因であるが、家庭裁判所がリーダーシップ
　　　を発揮して進めてくれていることが大きい、（２）任意後見の利用が少ないが、
　　　リーガルサポートとしても何か対策を立てた方が良い、（３）補助、保佐の利
　　　用が少ないが、これは障害者への支援の取り組みが少ないことの証左ではない
　　　のか、との意見があった。

第５  報告者の感想
    秀岡支部長を中心に支部活動が活発化している印象をもった。特に促進法の関係
　　で多くの市町に積極的にアプローチしている報告を聞くと、リーガルサポート内
　　部における不正行為の再発防止という内部活動の一方で、成年後見制度の利用発
　　展に寄与するリーガルサポートとしての外部活動が私たち会員に元気を与えてく
　　れるものだと感じた次第である。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※会員通信の配信先を変更される場合は、下記ＵＲＬより変更手続を行ってください。
　　https://www.legal-support.or.jp/member/change_email
   （会員専用ＷＥＢサイト＞メールアドレス変更）

※ＬＳシステムからの案内メールの配信先を変更される場合は、ＬＳシステム会員マイ
　ページより変更手続を行ってください。
   （会員マイページ＞会員名をクリック＞会員情報＞メールアドレス編集）　
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
リーガルサポート会員通信～ いつもあなたのそばに ～
───────────────────────────────────────
■編集・発行（公社）成年後見センター・リーガルサポート広報委員会
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◆　リ ー ガ ル サ ポ ー ト 会 員 通 信　◆
　　　　　　　　　　　　　～ い つ も あ な た の そ ば に ～　　

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■Vol.372(2018年3月15日発行）■━━━ 
┏┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┻┛
　　■札幌支部訪問報告
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                              （公社）成年後見センター・リーガルサポート
                                                   副理事長　川口　純一

　平成２９年１０月１３日（金）、矢頭理事長と当職で急な寒波の到来でコート
とマフラーが必要な札幌に寒さに震えながら訪問をして参りました。会場となっ
た「かでる２・７北海道立道民活動センター」は赤煉瓦の旧北海道庁すぐ近くの
立派なビルにありました。当職の方から「成年後見制度利用促進基本計画につい
て」の研修を行った後、１４名の参加者を得て意見交換を行いました。冒頭、千
貝愛支部長から挨拶をいただき、その後、引き続き理事長から忌憚のない意見交
換を行いたいとの挨拶とともに支部訪問に対する趣旨説明をした上で協議を行い
ました。

Ⅰ．成年後見制度利用促進基本計画（以下「基本計画」という。）について
　　まず、矢頭理事長から成年後見制度利用促進法及び基本計画の概要を説明し
　た。
　１．千貝支部長からの現状の説明
      札幌支部としては、当法人、司法書士会及び司法書士政治連盟から各２名
　　　のメンバーで対応ワーキングチームを構成し、弁護士会及び社会福祉士会
　　　とともに、三専門職で北海道及び札幌市に対して要望書を提出するなど、
　　　札幌市等の行政に対応していく準備を行っている。札幌市については、札
　　　幌市社会福祉協議会が市民後見人養成事業、成年後見相談事業の委託を受
　　　けているので、中核機関も社会福祉協議会が委託を受けるのではないかと
　　　予想される。また、当法人、弁護士会、社会福祉士会、行政書士会、税理
　　　士会、後見支援の会（家庭裁判所ＯＢ）、札幌市職員、学者で構成する札
　　　幌市市民後見推進事業運営委員会が協議会の受け皿になるのではないかと
　　　考えている。札幌市以外の市町村は、札幌市の動向を見て動くことが考え
　　　られることから、札幌市への働きかけに注力することとした。専門職がい
　　　ない地域における行政に対しての働きかけは、対応が難しく様子を見るこ
　　　ととした。

　２．意見交換
　（１）相談事業について　
　　　　中核機関の機能の１つである相談機能について、札幌支部での電話相談
　　　事業を一次相談として、面談相談（アウトリーチ相談機能も含め）を二次
　　　相談として連携を検討してはとの質疑応答がされた。札幌市以外では、後
　　　見人等候補者名簿登載者へ登載している会員いる市町村が５０％、弁護士
　　　のいる市町村が１０％程度なのでアウトリーチどころか面談相談すら難し
　　　い。また、アウトリーチを支部の予算で実施することについての質問があ
　　　り、既に実施している大阪支部の事例を説明した。

　（２）促進関係予算について
　　　　国の予算措置について疑問が呈されたが、予算は市町村と道が協働して
　　　積極的に活動すればついてくるのではないかと説明をした。

Ⅱ．法人業務適正検討有識者会議報告書を受けてリーガルサポート再生のための
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　　基本方針
　　成年後見監督人不祥事の原因についての質問に対し、「親族後見人への基本
　　的な執務姿勢のレクチャー、定期的な預貯金通帳等の原本確認の懈怠等のほ
　　か、成年後見人としての経験不足と成年後見監督人としての基本知識・姿勢
　　の欠如が原因と考えている。今後、後見監督人の推薦基準、後見人候補者名
　　簿及び後見監督人候補者名簿登載規程における理事会意見の基準等で後見事
　　務等の経験を要件としたい。」旨答えた。

　　また、当法人会員の特徴をいかに説明していくかとの質問があり、「ＬＳシ
　　ステムの導入や不正行為の再発防止策、執務基準の徹底等による不正防止と
　　本人支援に注力していることをアピールすることが考えられ、特に家庭裁判
　　所（以下「家裁」という。）に対しては、「再生の基本方針」を説明する機
　　会を設けたらどうか」と答えた。支部からは、「岡山県支部で発生した事件
　　から家裁の対応が厳しくなった。抽象論では納得させられないので、預貯金
　　通帳の全件原本確認の実施を３か月で行う予定だが、その結果とデータを持
　　って協議会を開きたいと考えている。」との報告があった。

　　そして、現金出納帳データは支部で見られるようにするのかについては、「
　　原則的に見られないようにする。また、現金出納帳さえ記帳していれば、Ｌ
　　Ｓシステムでの報告、家裁の報告が簡単にできるようにしたい。」

Ⅲ．支部質問への回答
　　後見人等候補者名簿へ登載している会員でなくても成年後見人等に選任され、
　　組織の求心力が低下している。運用指針に基づく除名が懲戒処分につながる
　　ことについても異論が出ている等の問いに対して、「家裁に後見人等候補者
　　名簿へ登載することの意味を粘り強く説明するとともに、除名後の指導強化
　　を促す必要がある。それができない場合は、このような取組もしなければな
　　らない。」と答えた。

Ⅳ．役員・一般会員からの質問
　１．事前質問（１）　定率会費を下げ定額会費を上げる案があるが、札幌支部
　　　の場合当法人会員の受託事件数は増えずに受領報酬額は低下している。会
　　　費を十分確保できるのか。また、余剰金があるのであれば会費の値下げは
　　　考えているのか等の質問が出たので、「会費の見直しは、定率会費と定額
　　　会費のアンバランス、会員間の公平、将来の事件減少を見据えての定率会
　　　費に依存した財政の見直しという側面がある。総報酬の減少については、
　　　後見制度支援信託特需が終了したことから事件受託件数が通常どおりにな
　　　ったと認識している。余剰金については収入と支出の予算策定等で対応す
　　　るように文書を発信済みであり、当面会費値下げは考えていない。」と答
　　　えた。

　２．事前質問（２）　支部の役員選任方法にアドバイスを頂きたい。支部執行
　　　部が提案した役員を選任しているが、執行部が候補者に声をかけ立候補届
　　　を出してもらっている。との問いに対しては、「支部役員選考について異
　　　論が出ていないのであれば、立候補届ではなく就任承諾書制度にするなど
　　　他の方法も考えてはどうか。」と答えた。

　３．事前質問（３）　成年後見制度を非難する記事の影響等により、成年後見
　　　制度に対する一般人の不信感について対処を考えてほしい等の要望があり、
　　　「内閣府成年後見制度利用促進委員会でも制度の良さを広報していく必要
　　　がある。まず、事実と異なる内容、事実を曲解した内容等を流布して制度
　　　批判しているのが、特定の団体であることは明確にしたい。我々の執務も、
　　　成年後見監督事務においては親族後見人に対する指導監督の側面のほか、
　　　「支援」の側面もあり、「支援」を充実させていく等、スキルアップして
　　　いく必要があると考えている。」と答えた。
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＜メールが複数届いている場合は、お手数ですが、本部事務局担当坂髙まで
　ご連絡（℡０３－３３５９－０５４１）くださるようお願いいたします。＞
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※会員通信の配信先を変更される場合は、下記ＵＲＬより変更手続を行ってください。
　　https://www.legal-support.or.jp/member/change_email
   （会員専用ＷＥＢサイト＞メールアドレス変更）

※ＬＳシステムからの案内メールの配信先を変更される場合は、ＬＳシステム会員マイ
　ページより変更手続を行ってください。
   （会員マイページ＞会員名をクリック＞会員情報＞メールアドレス編集）　
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リーガルサポート会員通信～ いつもあなたのそばに ～
───────────────────────────────────────
■編集・発行（公社）成年後見センター・リーガルサポート広報委員会
■リーガルサポートホームページ　https://www.legal-support.or.jp　
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本会員通信を許可なく転載・転送することを禁じます

※携帯電話ではご覧になれません。
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━━■ Legal Support Member's MailMagazine■━━━━━━━━━━━━━━━━

◆　リ ー ガ ル サ ポ ー ト 会 員 通 信　◆
　　　　　　　　　　　　　～ い つ も あ な た の そ ば に ～　　

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■Vol.373(2018年3月16日発行）■━━━ 
┏┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┻┛
　　■ふくしま支部訪問報告

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（公社）成年後見センター・リーガルサポート  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　常任理事　田代 政和

　平成２９年１０月１６日（月）に矢頭範之理事長と齋藤利美副理事長、そして当職の
３名でふくしま支部を訪問した。
　午後３時００分から午後６時３０分まで、福島県司法書士会館にて宍戸支部長ほか１
０数名の支部役員・会員と協議を行った。当初は午後６時までの予定のところ、白熱し
た意見交換がなされ３０分の延長となったが、それでも時間は足りないくらいであった。

　冒頭、矢頭理事長より支部訪問の趣旨説明をしたのち意見交換を行った。

１．会員からの事前提出質疑・意見等について
　　まず初めに、ふくしま支部の会員からあらかじめ提出されていた質疑・意見等につ
　いて意見交換を行った。
　　（１）後見監督人候補者名簿登載基準について（２）業務報告未提出を理由に除名
　となった会員についての懲戒処分の申立てについて（３）定率会費減額について（４
　）公益社団法人を返上した場合にどうするか？（５）リーガルサポートが行政に働き
　かけてほしい要望・実現可能性についてなど、多くの質疑・意見が寄せられており、
　これらにつきおよそ１時間半の意見交換が行われた。

２．ふくしま支部からの提出議題について
　　続いて、ふくしま支部から希望のあった以下の事項について意見交換を行った。
　　（１）成年後見制度利用促進基本計画について（２）法人業務適正検討有識者会議
　報告書を受けてリーガルサポート再生のための基本方針について（３）執務基準の策
　定について（４）研修制度改革について（５）本部役員の選定方法について（６）本
　部総会の運営について（７）業務報告未提出を理由に除名となった会員についての懲
　戒処分の申立てについて（８）報酬を受領できない事件についてなどであり、一部前
　半の議論と重複している議題もあったが、こちらも多くの議題が提出されており、ふ
　くしま支部の成年後見業務に対する熱心さがうかがわれた。
　　成年後見制度利用促進基本計画関係では、福島県内では今のところ自治体等におい
　て積極的な動きが見られないが、今後、司法書士会、弁護士会や社会福祉士会と連携
　して働きかけを行っていきたいとの説明があった。
　　本部役員の選定方法や総会運営については、厳しい意見も寄せられたが、会員の心
　を１つにするためにはどうするべきなのか、どのようにするのがよいのか、一方で社
　会の公器としてどうあるべきなのか等々、様々な観点からの意見交換がなされた。簡
　単に結論が出たり、全員が納得できるようなテーマではないものの、きちんと意見を
　述べ合うこと自体に意義があり、支部訪問の有意義性を身に感じた場面であった。
　　報酬を受領できない事件については、県内ではいまだ利用支援事業の対象が首長申
　立て案件に限られていたり、公益信託の利用にも一定の限度があることから、今後リ
　ーガルサポート会員が成年後見業務を行っていく上で切実な問題となる等の意見交換
　がなされた。

　　他にもたくさんの議論がなされ、とてもここでは書ききれないほどの多くのもので
　あったが、そのいずれもが今後の成年後見制度、リーガルサポートの発展のための糧
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　になるものであり、支部訪問に貴重な時間を費やしてくださった支部長ほか、参加さ
　れた会員の方々に感謝申し上げる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

＜メールが複数届いている場合は、お手数ですが、本部事務局担当坂髙まで
　ご連絡（℡０３－３３５９－０５４１）くださるようお願いいたします。＞

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※会員通信の配信先を変更される場合は、下記ＵＲＬより変更手続を行ってください。
　　https://www.legal-support.or.jp/member/change_email
   （会員専用ＷＥＢサイト＞メールアドレス変更）

※ＬＳシステムからの案内メールの配信先を変更される場合は、ＬＳシステム会員マイ
　ページより変更手続を行ってください。
   （会員マイページ＞会員名をクリック＞会員情報＞メールアドレス編集）　
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
リーガルサポート会員通信～ いつもあなたのそばに ～
───────────────────────────────────────
■編集・発行（公社）成年後見センター・リーガルサポート広報委員会
■リーガルサポートホームページ　https://www.legal-support.or.jp　
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本会員通信を許可なく転載・転送することを禁じます

※携帯電話ではご覧になれません。
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━━■ Legal Support Member's MailMagazine■━━━━━━━━━━━━━━━━

◆　リ ー ガ ル サ ポ ー ト 会 員 通 信　◆
　　　　　　　　　　　　　～ い つ も あ な た の そ ば に ～　　

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■Vol.376(2017年3月22日発行）■━━━ 
┏┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┻┛
　　■岐阜県支部訪問報告

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
　　　　　　　　　　　　　　　　（公社）成年後見センター・リーガルサポート      

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　常任理事　松尾　健史

　平成２９年１１月３日（金）午後３時から５時までの日程で、岐阜県司法書士会
会議室において、矢頭範之理事長と当職の２名で、岐阜県支部の役員、会員の皆様
と意見交換の場を持った。

１．本部からの説明事項
（１）成年後見制度利用促進基本計画について
　　　矢頭理事長より成年後見制度利用促進基本計画について概要の説明があった。　
　　続いて横井支部長から岐阜県内の状況について以下の報告がなされた。

　　　高山市、大垣市等を訪問し協議をしたが、あまり進んでいない。多治見市に
　　あるＮＰＯ法人が先進的に活動している。岐阜家庭裁判所は基本計画における
　　地域連携や中核機関に関するイメージを持っていて積極的に動こうとしている。

　　　支部会員より「地域連携事業といっても具体的な活動が良く見えてこない。」
　　という趣旨の発言があり、それを受けて当職から「市民後見人育成事業等具体
　　的な事業を市町村に提案しつつ、委員の派遣につなげていくこともひとつの目
　　に見える連携になるのではないか。」との発言があった。

（２）法人業務適正検討有識者会議報告書を受けて
　　　当職から、本年策定した『リーガルサポート再生のための基本方針』につい
　　て説明をした。

　　　支部会員より「再発防止策について特に特定原本確認及び全件原本確認の運
　　用の見直しはあるか。」という趣旨の質問があった。矢頭理事長からは「全件
　　原本確認についてはようやく始まったところであり、細かい点での試行錯誤は
　　あるが基本的な骨格部分に変更はない。現状、本部調査方式を選択している支
　　部で、支部委嘱方式が可能な支部に対しては移行を働きかけたい。また特定原
　　本確認についての運用変更は特段ない。」との回答がされた。さらに、支部会
　　員より「全件原本確認についてＬＳシステムを通じて会員自らが調査を希望す
　　ることができる機能や、特定原本確認も含めて調査日直前にキャンセルした事
　　実等の情報履歴を登録できる機能が追加できないか。」との提案があり、本部
　　に持ち帰り検討することになった。

　　　続いて推薦基準について、支部会員より「家庭裁判所（以下「家裁」という。
　　）への推薦時において経験の少ない会員を推薦することに危惧を感じている。
　　また推薦基準の一つとして報告遅滞がないことを考慮している。」との発言が
　　あった。また「推薦基準を厳しくした場合、会員の少ない地域においては家裁
　　の推薦依頼をお断りする事態が想定され、公益団体として問題があるのではな
　　いか。」という意見があった。矢頭理事長からは「会員が少ない地域における
　　推薦要請に支部役員がご苦労されていることは承知をしている。ただし推薦依
　　頼への対応で無理を重ねてしまい、推薦された会員の業務遂行に破綻を生じる
　　ような状況は望ましくはない。」との回答がなされた。
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２．意見交換
（１）成年後見制度利用促進事業についての予算措置
　　　横井支部長より、各自治体での説明会や利用促進機関への会員派遣などの予
　　算的措置について質問がなされた。それに対し、矢頭理事長より「支部におい
　　ては執行率に見合う予算を組んでいただきたい。」との回答がなされた。

（２）法テラス関連
　　　支部会員より下記の発言があった。
　　　①支部と法テラスとの関わりについてどのようにしていけばよいかビジョン
　　　があれば示して欲しい。

　　　②（成年後見分野での）法テラスへの働きかけを独自に或いは日本司法書士
　　　会連合会（以下「日司連」という。）を通じて行っているのか。

　　　③リーガルサポート会員の活用・利用促進をどの様に検討しているのか。ま
　　　た市の高齢福祉課において、特に家裁に対する後見等開始申立手続への繋ぎ
　　　方に困っているとも聞く。法テラスの利用を会員に奨励することで、リーガ
　　　ルサポートのプレゼンスを高めることができるのではないか。

　　　矢頭理事長からは「上記三点について、法務省、法テラス、日司連、当法人
　　で特定援助対象者法律相談援助制度施行に向けて協議を行っている。相談につ
　　いては、法律相談に限られていることから書面作成業務に結びつかない状況が
　　あるが、独自に地域包括支援センター等にアプローチする等の交通費支給の予
　　算を用意できないか検討したい。また法テラスの情報提供職員に対して成年後
　　見事案においては当法人を有力な紹介団体とするツールの作成を行っている。
　　日司連と協力して進めていきたい。」との回答がなされた。

　　　さらに、支部会員より「岐阜県瑞穂市において、法テラスは司法ソーシャル
　　ワークの一環として社会福祉協議会の中に扶助機関として指定相談場所を置こ
　　うとしている。情報提供職員が地域包括支援センターにアプローチして情報提
　　供を受けることになるので、後見開始申立てのニーズが２次的に出てくると予
　　想している。そこでこの情報提供職員にアプローチして連携を強めていくこと
　　が有益だと考える。」との提言があった。

　　　岐阜県支部には、高山市という市町村面積では日本一大きな自治体があり、
　　一方で司法書士の数が比較的少ないという事情もあって、推薦依頼の対応や地
　　域連携事業のためのマンパワーが足りていないという切実なご意見をいただい
　　た。このような課題を抱えながらも、横井支部長以下役員の方々の尽力により、
　　会員と一緒に事業を進めて行こうという情熱を感じ取ることができた訪問であ
　　った。

＜メールが複数届いている場合は、お手数ですが、本部事務局担当坂髙まで
　ご連絡（℡０３－３３５９－０５４１）くださるようお願いいたします。＞

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※会員通信の配信先を変更される場合は、下記ＵＲＬより変更手続を行ってください。
　　https://www.legal-support.or.jp/member/change_email
   （会員専用ＷＥＢサイト＞メールアドレス変更）

※ＬＳシステムからの案内メールの配信先を変更される場合は、ＬＳシステム会員マイ
　ページより変更手続を行ってください。
   （会員マイページ＞会員名をクリック＞会員情報＞メールアドレス編集）　
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
リーガルサポート会員通信～ いつもあなたのそばに ～
───────────────────────────────────────
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■編集・発行（公社）成年後見センター・リーガルサポート広報委員会
■リーガルサポートホームページ　https://www.legal-support.or.jp　
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本会員通信を許可なく転載・転送することを禁じます

※携帯電話ではご覧になれません。
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━━■ Legal Support Member's MailMagazine■━━━━━━━━━━━━━━━━

◆　リ ー ガ ル サ ポ ー ト 会 員 通 信　◆
　　　　　　　　　　　　　～ い つ も あ な た の そ ば に ～　　

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■Vol．389(2018年5月10日発行）■━━━ 
┏┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┻┛
　　■和歌山支部訪問報告

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
　　　　　　　　　　　　　　（公社）成年後見センター・リーガルサポート
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　副理事長　齋藤　利美
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　常任理事　藤井　江里子

以下の概要で和歌山支部を訪問した

日　時　平成２９年１１月２４日（金）午後５時から
場　所　和歌山県司法書士会館
出席者〔本部〕齋藤利美副理事長　藤井江理子常任理事
　　　〔和歌山支部〕和田支部長　寺下副支部長、山本副支部長、沼幹事、
　　　　　　　　　　小林幹事ほか

　和田支部長から挨拶があり、続いて齋藤副理事長から支部訪問の趣旨について
説明を行った後、次のような意見交換を行った。

（１）総務関係　
　支部運営規程について、本部から、業務報告に関する部分を別に規定化するの
で該当部分が支部運営規程基準から外れること、また推薦基準について定めるた
め、支部運営規程の変更を支部総会で行っていただきたいと説明した。支部から
の報告によれば、和歌山家庭裁判所は、家庭裁判所からの情報提供について何ら
かの規程整備を求めている。また、最近では、司法書士が自ら後見人等候補者と
なって申立てがなされた案件についても当法人に推薦依頼がなされるようになっ
ているとのことだった。

　役員候補者選考制度及び各委員会の在り方について、本部より組織財政改革検
討委員会答申を受けての立候補制度の導入２案について説明したところ、支部か
らは、役員も委員も大規模支部の会員が多く、小規模支部の意向が反映される仕
組みを考えてほしいとの要望があった。さらに、選挙制度を導入しても、その効
果は期待できないとの意見が出された。本部より、現在の執行部では比較的小規
模な支部の会員が常任理事に就任しており、これは委員会などを通じて広く人選
をした結果と思われるので、和歌山支部からも数名の会員に委員会に参加してい
ただいているところではあるが、今後も継続して委員を推薦していただきたいと
要請した。

（２）会計関係　
　遊休財産額の適正化に関連して、和歌山支部では旅費実費に加え、手当を支給
することにした結果、会員が積極的に支部事業に参加するようになった。大規模
支部と異なり、小規模支部では人員も限られ、会員のモチベーションを維持しな
がら事業を行うのに苦労している。本部には潤沢な資金があるのだから必要な支
部に個別に助成を行ってほしいとの要請があった。本部より、遊休財産額の保有
制限に対する比率は、本部は１８％であって多いというわけではない。支部から
個別に運転資金や事業に対する助成の申し出があれば、個別に検討することにな
ると思う。現在、本部で平成３０年度の事業計画・予算を策定する中で、訪問相
談に対する助成を検討しているとの説明をした。
（本意見交換前の研修会で、山本副支部長から、法テラスの副所長会議で説明が
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なされた特定援助対象者法律相談援助について報告があった。）

（３）執務管理　
　預貯金通帳等原本確認について、和歌山支部では支部委嘱方式を採用している
が、調査員が集まらない、地域が広いために調査場所確保に苦労する等の問題が
あるとのことだった。また、被調査会員が調査員を指定したり、特定の会員によ
る調査を拒否した場合の対応について質問があり、これに対し本部からは、被調
査会員が調査員を指定するのは調査の趣旨に反する可能性があるが、調査が進む
よう支部の事情に合わせてある程度調整することは可能であろうと回答した。

　その他、執務管理関係では、虐待案件は法人後見の対象となりうるか、また、
業務報告精査センターについて、本部が考えている今後の構想と開始時期につい
て質問があった。本部より、業務報告精査センターについては平成３１年度下半
期の稼働を予定としているが、基本事項はまだ検討中である旨説明した。

（４）その他
　支部からは、本部に講師派遣を要請した際の講師料の負担について、支部への
広報ツールの提供の可否について質問があった。

　懇親会の席において、支部では、南海トラフ地震に備えて資金を保有しておき
たいという要望がある。支部から被災地に飲料水を送ったことがあり、これは当
法人の目的に反していないと思われるが、ほかにどのような活動が考えられるか
との質問を受けたので、本部の災害対策委員会に提案していただきたいと回答し
た。和歌山支部のこの意見は、遊休財産の活用の観点からの意見であると思われ
るが、近い将来、比較的高い確率で発生すると予測されている南海トラフ地震に
備えておきたいとの考えは、当法人としても何らかの対策をしておくべきではな
いかとの示唆を与えるものであった。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※会員通信の配信先を変更される場合は、下記ＵＲＬより変更手続を行ってください。
　　https://www.legal-support.or.jp/member/change_email
   （会員専用ＷＥＢサイト＞メールアドレス変更）

※ＬＳシステムからの案内メールの配信先を変更される場合は、ＬＳシステム会員マイ
　ページより変更手続を行ってください。
   （会員マイページ＞会員名をクリック＞会員情報＞メールアドレス編集）　

※本メール配信（会員通信）に関するお問合せは、下記のメールアドレスまでお願いい
　たします。（問合せメールアドレス：kaitou-box-kouhou@ml.legal-support.or.jp)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
リーガルサポート会員通信～ いつもあなたのそばに ～
───────────────────────────────────────
■編集・発行（公社）成年後見センター・リーガルサポート広報委員会
■リーガルサポートホームページ　https://www.legal-support.or.jp　
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本会員通信を許可なく転載・転送することを禁じます

※携帯電話ではご覧になれません。
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━━■ Legal Support Member's MailMagazine■━━━━━━━━━━━━━━━━

◆　リ ー ガ ル サ ポ ー ト 会 員 通 信　◆
　　　　　　　　　　　　　～ い つ も あ な た の そ ば に ～　　

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■Vol.390(2018年5月10日発行）■━━━ 
┏┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┻┛
　　■広島県支部訪問報告

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
　　　　　　　　　　　　　　　　（公社）成年後見センター・リーガルサポート      

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　常任理事　藤井　江理子

日　時 平成２９年１１月２６日（日）午後３時１０分から午後５時３０分まで
場　所 広島司法書士会館　地下会議室
出席者 〔本部〕矢頭範之理事長、舘博文常務理事、藤井江理子常任理事
　　　　〔広島県支部〕小地原良樹支部長他１７名

　小地原支部長から挨拶があり、続いて矢頭理事長から支部訪問の趣旨について説
明を行った。

　「成年後見制度利用促進基本計画」（以下「基本計画」という。)について、支
部より、現状の報告及び情報提供がされた。広島県内で「成年後見制度利用促進法」
について具体的な動きをしている自治体はまだない。

　市民後見人育成事業養成講座を行っているのは福山市と三次市で、広島市が平成
２９年から開始した。６月から三士会（当法人及び司法書士会、社会福祉士会並び
に弁護士会）で協議を行い、県から市町に声掛けしてもらうよう求める方針とし、
７月から県に対して働きかけを行っている。県は市町に対してどのような問題点が
あるかのアンケートを行う予定とのことである。平成３０年１月に家事関連機関連
絡会議を予定しており、家庭裁判所から基本計画を説明し、中核機関の設置につい
て協議をする予定。いくつかの市町が出席する見込みである。平成２９年１１月に
福井市で行われた自治体向けセミナーに東広島市の担当者が出席していた。

　市民後見人育成と同時に権利擁護センターを設立した福山市はネットワークがで
きつつあるが、他の市町はその動きができていない。東広島市は従来から精力的に
取組んでいたので、独自のものが出てくるかもしれない。社会福祉協議会に丸投げ
というところもある。市民後見、法人後見に対応するのがやっとであったが、今回
は包括的なものであるとの認識を持ってほしい。政治家への根回しも有効ではない
か。

支部からの質問を中心に意見交換を行った。
（１）金融機関の不正防止対策の商品について
　（本部）不正防止対策の金融商品について、金融機関の協議が開催されている。
　当法人は参加していないが、ヒヤリングの要請が来ており、被後見人の財産の構
　成を維持したまま、不正防止の方策が多くの金融機関に採られることが必要との
　意見表明となるだろう。

　（支部）信用金庫などの商品は後見制度支援信託（以下「信託」という。）と異
　なり破綻の際に保全されないので、当法人会員が推奨・利用することには不安が
　ある。一時と比べて金融機関の窓口における成年後見に関する認識が薄くなって
　いる。成年後見の知識を浸透させ、スタンダードな商品を開発するようにすれば
　いいのでは。地域の金融機関が代理店窓口となって信託を利用することができな
　いか。現状では窓口で説明ができないから代理店機能が果たせないのではないか。
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（２）中核機関への参加、不正防止対策について
　（支部）不正防止について、もし一般の成年後見人に対する監督機関を受けると
　したら４万件に対応することはできるのか。

　（本部）東京家庭裁判所の高額資産案件の後見監督人を法人で受任しているが、
　後見監督の業務フローが確立しておらず、後見監督人（事務担当者）の育成も不
　十分で、苦心している。長期的な視野で考えていきたい。先ずは個別案件につい
　て最適任者を選任するように動いてほしい。そのためには３専門職（司法書士、
　社会福祉士及び弁護士）が意見を述べる場面がないといけない。中核機関への参
　加の仕方は、意見を聞いてもらうという立場で参加するのがいいのではないかと
　考える。

（３）任意後見契約について
　（支部）広島県支部では三面契約を前提として打ち出し、これを起爆剤として任
　意後見を利用してもらう方針とした。海外では任意代理が主流であり、三面契約
　を打ち出して任意代理の数を増やしていく努力をしてはどうか。これが主流と認
　識されれば、後見監督人のつかない任意代理で不正が起こることが減るのではな
　いか。行政書士が積極的に実績を上げているという背景もある。

　（本部）三面契約を基本とすることを前面に押し出していくことが重要だろう。
　しかし、任意代理のシステムを周知指導するのはかなり難しい。死後事務委任の
　事務執行の原資を取っておくという問題点もある。特殊な、潜ってしまうという
　事件に注意が行きがちであるが、８割程度の会員は賛成してくれるのではないか
　と思う。

（４）法人業務適正検討有識者会議報告書を受けてＬＳ再生のための基本方針につ
　　　いて
　（ア）執務基準について
　　（支部）専門職の特別な基準ではなく通常の成年後見人に求められる内容に過
　　ぎないのではないか。

　　（本部）執務基準を理想像と考えるか、最低基準とするか様々な考え方がある。
　　執務基準は不祥事の再発防止の観点から作成したもので、会員執務のボトムア
　　ップを主眼にしているため、基本事項を重視した。この内容をすべて行うのは
　　かなり専門的だと考えている。

　（イ）原本確認調査について
　　（支部）当法人会員自身の資産状況の確認予定はあるか。

　　（本部）問題ある会員は協力しないだろうし、強制力もないことから、行う予
　　定はない。

　（ウ）ＩＴを活用した身上監護の報告について
　　（支部）日本弁護士連合会では本人との触れ合いをインスタグラムの投稿のよ
　　うに報告するという考えがあるがそんな考えはあるか。

　　（本部）ＬＳシステム以外の、身上監護のＩＴを利用した報告などは、現時点
　　においては考えていない。

　（エ）役員選考について
　　（支部）現状、なり手がいない中で支部長は選ばれている。もし、支部長に役
　　員選任の権限を与えたら、そういう意図を持つ会員ばかりが支部長に選任され
　　る恐れがある。

報告者の感想
　広島県支部では、支部長はもとより副支部長、役員、広島市以外の会員が、それ
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ぞれ最新の情報を持ち寄り、積極的な意見交換がなされています。従来から家庭裁
判所、市町の福祉課、三士会等とのネットワークが構築できている上に、支部内で
のコミュニケーションが丁寧に行われている成果ではないかと思います。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※会員通信の配信先を変更される場合は、下記ＵＲＬより変更手続を行ってください。
　　https://www.legal-support.or.jp/member/change_email
   （会員専用ＷＥＢサイト＞メールアドレス変更）

※ＬＳシステムからの案内メールの配信先を変更される場合は、ＬＳシステム会員マイ
　ページより変更手続を行ってください。
   （会員マイページ＞会員名をクリック＞会員情報＞メールアドレス編集）　

※本メール配信（会員通信）に関するお問合せは、下記のメールアドレスまでお願いい
　たします。（問合せメールアドレス：kaitou-box-kouhou@ml.legal-support.or.jp)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
リーガルサポート会員通信～ いつもあなたのそばに ～
───────────────────────────────────────
■編集・発行（公社）成年後見センター・リーガルサポート広報委員会
■リーガルサポートホームページ　https://www.legal-support.or.jp　
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本会員通信を許可なく転載・転送することを禁じます

※携帯電話ではご覧になれません。
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━━■ Legal Support Member's MailMagazine■━━━━━━━━━━━━━━━━

◆　リ ー ガ ル サ ポ ー ト 会 員 通 信　◆
　　　　　　　　　　　　　～ い つ も あ な た の そ ば に ～　　

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■Vol.391(2018年5月11日発行）■━━━ 
┏┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┻┛
　　■群馬支部訪問報告

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
　　　　　　　　　　　　　　　　（公社）成年後見センター・リーガルサポート      

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　常任理事　松浦　正司

　平成３０年３月１７日午後２時４５分から、矢頭理事長と共に群馬支部を訪問し
た。３月中旬としては寒い一日であったが、支部訪問の前に矢頭理事長が倫理研修
を実施し、多くの会員が引き続き支部訪問にも参加され、総勢２０名の出席者とな
る熱気のある支部訪問となった。

　矢頭理事長から、先の「法人業務適正検討有識者会議報告書」の中で、支部と本
部あるいは会員と本部との関係において意思疎通が欠けているのではないかとの指
摘を受け、本部としても意見交換を設ける必要性があると考え、平成２９年度から
の事業計画の一つとして２年間をかけて全国の支部を訪問している旨の趣旨説明が
なされた。

　その後本部提案議案として、成年後見制度の利用の促進に関する基本的な考え方、
計画のポイント、地域連携ネットワークのイメージ、工程表、各地域における専門
職としての役割、市町村計画の策定及び役割、基本計画に対する当法人のスタンス
及び司法書士会、社会福祉士会並びに弁護士会（以下「三士会」という。）等と共
に中核機関の設置を行政にアプローチする必要性等の説明がなされた。

　続いて、現在地域における成年後見制度利用に向けた体制整備のための手引きを
日本社会福祉士会が作成中であり、４月の中旬頃に公表されるとの説明がなされた。
そして成年後見制度の利用促進については、４月１日から所轄が内閣府から厚生労
働省へ移管されること、また財政措置及び技術的支援についても説明がなされた。
成年後見制度を利用した場合の資格制限の見直しについても、今回の通常国会に原
則として一括して廃止する法案が提出される予定であるとの説明もなされた。

　その後、群馬県内の利用促進に関する実情について説明を求め、曽根支部長から
次のような説明があった。

　群馬県内では、中核機関と呼べるような機能を持った機関はまだない。

　三士会で、連携して進めて行こうとする会議は、昨今４、５回開催され、２月１
９日には太田市でシンポジウムを開催し、３月２６日には前橋市でも同様のシンポ
ジウムが開催されるとの説明があった。シンポジウムの内容は、市民後見と法人後
見が主なテーマであり、それに加えて利用促進を進めるという内容であるが、三士
会が市町村にレクチャーに行くことまでは行われていない。そのような状況の中で、
先般太田市の社会福祉協議会が法人後見事業を開始し、市民後見人を養成する事業
を開始した。将来的には中核機関になり得る存在になりたいとの発言があったとの
説明もあった。

　群馬県内では、太田市の社会福祉協議会が一歩進んでいるとの印象であった。

　その後、利用促進の先進的な情報として、当職から大阪市の成年後見制度利用促
進の取組、矢頭理事長から埼玉県志木市の成年後見制度利用促進の取組について説
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明がなされた。志木市では中核機関の機能の一部を当法人（埼玉支部）が受託する
方向で現在中核機関の設置が進められている旨の説明であった。

　その他支部会員から、北関東３県は専門職団体のそれぞれの事情で遅れているの
が実情である等の意見があったが、矢頭理事長から、どこかがリードしないと動か
ないのではないか、出来るなら当法人がリードして動かしていただきたいとの要望
が述べられた。また一般会員はこの利用促進を理解していないとの意見があったが、
矢頭理事長から、支部によってはこれをテーマに研修会を開催しているところもあ
る。要請があれば本部から講師を派遣するので、群馬支部会員の意識を高めていた
だきたいと述べた。

　支部からの提案議案として、インターネットを利用した研修を予定しているのか
との質問があったが、当職から現在日本司法書士会連合会（以下「日司連」という。
）のオンデマンド研修ができないか、またＬＳシステムにおける研修システムとの
連携もあるので、本部が日司連との間で、事務レベルで検討していく方向であると
の説明を行った。

　さらに、支部からの提案議案として、業務報告チェックについて現在支部執務管
理委員が精査しているが、今後第三者に委託することを考えているのかとの質問が
なされ、当職から現在「執務管理精査センター構想」（仮称）として、兵庫支部を
パイロット支部に指定して、事務局の職員が第１次的な精査をすることを平成３０
年度から実施していくことを予定しており、その結果を１年掛けて検証していく旨
の説明を行った。

　その他、ディスカッション形式に関する研修、家族信託の相談が増加しているこ
と、成年後見人が生活保護申請へ関与できるよう改善要望、定率会費の見直し、当
法人に対する寄附を集める努力をする必要性などについての質問があり、各々意見
交換を行った。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※会員通信の配信先を変更される場合は、下記ＵＲＬより変更手続を行ってください。
　　https://www.legal-support.or.jp/member/change_email
   （会員専用ＷＥＢサイト＞メールアドレス変更）

※ＬＳシステムからの案内メールの配信先を変更される場合は、ＬＳシステム会員マイ
　ページより変更手続を行ってください。
   （会員マイページ＞会員名をクリック＞会員情報＞メールアドレス編集）

※本メール配信（会員通信）に関するお問合せは、下記のメールアドレスまでお願いい
　たします。（問合せメールアドレス：kaitou-box-kouhou@ml.legal-support.or.jp)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
リーガルサポート会員通信～ いつもあなたのそばに ～
───────────────────────────────────────
■編集・発行（公社）成年後見センター・リーガルサポート広報委員会
■リーガルサポートホームページ　https://www.legal-support.or.jp　
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本会員通信を許可なく転載・転送することを禁じます

※携帯電話ではご覧になれません。
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━━■ Legal Support Member's MailMagazine■━━━━━━━━━━━━━━━━

◆　リ ー ガ ル サ ポ ー ト 会 員 通 信　◆
　　　　　　　　　　　　　～ い つ も あ な た の そ ば に ～　　

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■Vol.399(2018年5月30日発行）■━━━ 
┏┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┻┛
　　■兵庫支部訪問報告

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
　　　　　　　　　　　　　　　　（公社）成年後見センター・リーガルサポート      

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　常任理事　助永　嘉伸

　平成３０年４月１７日（火）に矢頭理事長、西川専務理事と安井常任理事、そし
て当職の４名で兵庫支部を訪問した。

　まず、午後３時から午後５時まで神戸市立婦人会館にて澤井支部長ほか１０名の
支部役員・会員との意見交換、その後、兵庫県司法書士会館に移動して午後５時３
０分から午後６時３０分まで兵庫県司法書士会の会長及び役員１３名と兵庫支部会
員６名同席の上、意見交換を行った。

　なお、矢頭理事長と西川専務理事は、４月２日（月）に開設された業務報告を専
門的に精査する「執務管理精査センター」を見学した。

　第１部　兵庫支部会員との意見交換

　冒頭、澤井支部長の挨拶に続き、矢頭理事長より支部訪問の趣旨説明を行った。

　兵庫支部からあらかじめ提出されていた希望議題について、およそ２時間の意見
交換が行われた。

１　これまでおこなってきた不正防止策の取組への検証について　
２　組織財政（特に本部事業）について　
３　ディスカッション研修の義務化について　
４　リーガルサポートの「公益性」について

　意見交換の中で不正防止対策に対する成果と検証の必要性や、支部長決裁権限の
拡張を求める意見が述べられた。

　事業の費用対効果についても検討を求める意見が出されたが、不正防止策の一環
である預貯金通帳等の全件原本確認に関して、対策費用に対して求める一定の効果
を得ていると評価していること及びこれに代わる有効な対策が現時点ではないこと
などから、本部としては預貯金通帳等の全件原本確認を今後も継続して実施してい
く予定である旨の回答がなされた。

　上述のとおり今後の本部検討課題の提起もあり、支部運営への真剣さが感じられ
た。公益性についての意見など、その場で容易に結論が出るテーマではないものの、
本部としての考えを伝え、きちんと意見を述べ合うこと自体に意義があり、支部訪
問の有意義性を身に感じた。２時間では充分な時間がない程白熱した意見交換であ
った。

　第２部　兵庫県司法書士会理事との意見交換

　実のある意見交換をという鈴木会長の挨拶に始まり、矢頭理事長より支部訪問の
趣旨説明があった。
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　兵庫県司法書士会からもあらかじめ希望議題が提出されており、これについて意
見交換を行った。

１　リーガルサポートの独立について
２　リーガルサポートの剰余金について
３　リーガルサポートの組織について

　など、兵庫県司法書士会から制度維持に対してかなり踏み込んだ率直な意見をい
ただいた。兵庫県司法書士会と支部が共存関係を保ち続ける体制を今後どう考えれ
ばいいのか。どの意見も、今後の成年後見制度、当法人の発展のための糧になるも
のであり、支部訪問の意義を改めて実感した次第である。

　支部訪問に参加いただいた支部長ほか会員の方々、兵庫県司法書士会の理事の方
々に感謝申し上げる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※会員通信の配信先を変更される場合は、下記ＵＲＬより変更手続を行ってください。
　　https://www.legal-support.or.jp/member/change_email
   （会員専用ＷＥＢサイト＞メールアドレス変更）

※ＬＳシステムからの案内メールの配信先を変更される場合は、ＬＳシステム会員マイ
　ページより変更手続を行ってください。
   （会員マイページ＞会員名をクリック＞会員情報＞メールアドレス編集）

※本メール配信（会員通信）に関するお問合せは、下記のメールアドレスまでお願いい
　たします。
　（問合せメールアドレス：kaitou-box-kouhou@ml.legal-support.or.jp)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
リーガルサポート会員通信～ いつもあなたのそばに ～
───────────────────────────────────────
■編集・発行（公社）成年後見センター・リーガルサポート広報委員会
■リーガルサポートホームページ　https://www.legal-support.or.jp　
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本会員通信を許可なく転載・転送することを禁じます

※携帯電話ではご覧になれません。
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◆　リ ー ガ ル サ ポ ー ト 会 員 通 信　◆
　　　　　　　　　　　　　～ い つ も あ な た の そ ば に ～　　

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■Vol.412(2018年7月2日発行）■━━━ 
┏┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┻┛
　　■石川県支部訪問報告

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
　　　　　　　　　　　　　　　　（公社）成年後見センター・リーガルサポート      

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　常務理事　舘　博文

　平成３０年４月２０日、矢頭範之理事長と当職で石川県支部を訪問した。今年の
４月は、まだ桜が終わったばかりの時期にも関わらず日本各地で夏日が度々記録さ
れる異例の気候であったが、当日は日差しも心地よく気温も平年並みで過ごしやす
い日であった。

　会議の冒頭、長橋尚臣支部長から挨拶いただき、支部役員及び会員の参加並びに
この協議を有意義な意見交換の場としたい旨報告された。引き続き矢頭範之理事長
から挨拶及び支部訪問の趣旨説明がされた。

　その後、「成年後見制度利用促進基本計画について」を中心とした協議・意見交
換に入った。

　まず、矢頭範之理事長から成年後見制度利用促進基本計画（以下「基本計画」と
いう。）に至るまでの制度全体の経緯及びそれに対する当法人の対応について概要
説明がされ、次に、基本計画に基づく取組の現状及び当法人の取組状況並びに今後
の対応が説明された。

　続いて、石川県支部より、同支部の現状報告がされたが、先般全支部に実施した
アンケートの回答時から大きな動きはないとのことであった。

　その後、これらの状況を踏まえ、いくつもの質問が出され、意見交換がされたが、
とりわけ基本計画に関する取組をしていくことに対する当法人のビジョンについて
の意見交換に多くの時間が充てられた。当法人の目標、立ち位置、存在意義等、将
来像などをテーマに、これらについてどのように考えているのか、またどのような
方針なのかという趣旨の質問が出され、そのことについて、支部及び本部の率直な
意見交換が行われた。

　このほか、「法人の昨今の再発防止策等の事業の実施により、支部役員等及び会
員への事務負担だけが単に増加しているように受け取られている傾向が少なからず
ある。このことを理由に、退会を望む会員が出てきている状況であり、地方におい
ては、特にこれが地域の中心となる会員の場合、その代役を担える人物をすぐさま
探すことが容易ではない状況であるため苦慮している。施策を実施していくにあた
り、もう少し丁寧できめ細やかな（少なくとも誤解を招かないような）対応をして
いくべきではないか。また、ボランティア、義務感等の精神論で成り立っている部
分も少なからずあるので、この点も見直していく必要があるのではないか。更に、
別の観点として、ＬＳシステムの業務支援機能の利便性をより向上させれば、会員
が会員であることのメリットを実感できるのではないか。」などの意見が出された。

　これらについては、貴重な意見として受け止めさせていただいた。

　今回、当法人のビジョンという大きなものがテーマの中心であったため、予定し
ていた時間内で十二分にとまでは意見交換ができなかったものの、率直な意見交換
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ができたこと、また意見交換から気づきを与えられたことなどを考えると、通常の
会議とはまた異なった有意義な協議の場となった。今後も、このような意見交換が
できる機会を少しでも多く設ける必要があるのではないかと思った。

　法人として、当然、明確に打ち立てておかなければならない組織運営の判断基準
ともいうべき「ビジョン」を中心に意見交換が行われたわけであるが、組織が目標
を実現するためには、更に細分化した個々の目標を定めた短中長期計画を作成し、
ビジョンに基づきそれを実行していく必要がある。

　そして、組織を運営するための大前提となる、組織体制づくり、財源確保、人材
育成、組織環境整備等にも当然取組んでいく必要があるが、絶対に忘れてはならな
いのが「ビジョン」、延いてはそこに込められた「思い」や「夢」を組織全体で「
共有」することである。この共有があれば、事業や取組に関してより理解が得られ
やすくなるだろうし、また判断がより容易になるであろうから、組織は自ずと同じ
方向、同じ目標に向かって進みだすだろう。

　石川県支部訪問は、意見交換の時間がもう少し必要であったように思うが、支部
訪問の主眼ともいうべき「認識共有」の重要性、そして、ビジョンや目標を明確に
し、それを組織で共有できるように組織運営を工夫していく必要性を改めて考えさ
せられた良い機会であった。

　このような機会を設けていただいた石川県支部に感謝を申し上げたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※会員通信の配信先を変更される場合は、下記ＵＲＬより変更手続を行ってください。
　　https://www.legal-support.or.jp/member/change_email
   （会員専用ＷＥＢサイト＞メールアドレス変更）

※ＬＳシステムからの案内メールの配信先を変更される場合は、ＬＳシステム会員マイ
　ページより変更手続を行ってください。
   （会員マイページ＞会員名をクリック＞会員情報＞メールアドレス編集）

※本メール配信（会員通信）に関するお問合せは、下記のメールアドレスまでお願いい
　たします。
　（問合せメールアドレス：kaitou-box-kouhou@ml.legal-support.or.jp)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
リーガルサポート会員通信～ いつもあなたのそばに ～
───────────────────────────────────────
■編集・発行（公社）成年後見センター・リーガルサポート広報委員会
■リーガルサポートホームページ　https://www.legal-support.or.jp　
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本会員通信を許可なく転載・転送することを禁じます

※携帯電話ではご覧になれません。
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◆　リ ー ガ ル サ ポ ー ト 会 員 通 信　◆
　　　　　　　　　　　　　～ い つ も あ な た の そ ば に ～　　

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■Vol.416(2018年7月10日発行）■━━━ 
┏┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┻┛
　　■鳥取支部訪問報告

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
　　　　　　　　　　　　　　　　（公社）成年後見センター・リーガルサポート      

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　常任理事　松内　邦博

　平成３０年４月２１日、倉吉駅の改札から出て、エスカレータで１階に降り、外
に出ると夏のような陽射しでした。午後３時から、駅前の道路を挟んだ目の前の会
場で会議が行われました。

　鳥取支部からは役員７名と司法書士会役員１名が、本部からは矢頭理事長、中村
常任理事と当職が参加しました。

　谷口支部長の挨拶と趣旨説明のあと、全員が自己紹介をして協議に入りました。

　成年後見制度利用促進基本計画（以下「基本計画」といいます。）の推進につい
て、矢頭理事長から説明があり、続いて鳥取県の現状説明がありました。

　鳥取県では、県内の西部・中部・東部の３圏域のすべてにおいて、それぞれ一般
社団法人を設立し、県と市町村の支援を受けて後見センターを運営しているという
ことです。
・「西部後見サポートセンターうえるかむ」一般社団法人権利擁護ネットワークほ
うき
・「中部成年後見支援センターミットレーベン」一般社団法人成年後見ネットワー
ク倉吉
・「アドサポセンターとっとり」一般社団法人とっとり東部権利擁護支援センター

　それぞれ司法書士が理事に就任していることや、各センターの特色や基本計画へ
の対応状況などの説明をしていただきました。地域連携ネットワークや中核機関に
求められる次の機能については、後見センターが既に実施しているものも多いとい
うことです。

１　広報機能
２　相談機能
３　成年後見制度利用促進機能
（１）受任者調整（マッチング）等の支援
（２）担い手の育成・活動の促進
（３）日常生活自立支援事業等関連制度からのスムーズな移行
４　後見人支援機能
５　不正防止効果

　また、「中核機関の３つの役割のうち、『司令塔機能』及び『事務局機能』は既
に持っていると思うが、『進行管理機能』については、市町村に主体となって取組
んでもらいたいということもある。中核機関の定義があいまいで、３つの後見セン
ターが中核機関のような仕事は相当程度行っているから中核機関というか言わない
かの違いにすぎないのではないか。当法人としては具体的には何をするのか。」と
いう質問やご意見をいただきました。
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　鳥取県では３つの後見センター間の会議も行っており、今後、地域で機能・役割
の確認を行い、地域にあった中核機関を作り上げていくということでした。

　他の協議事項では、会費制度の見直しに関して、財産管理の報酬に対し身上保護
の報酬が低いので最高裁判所への申し入れをすべきではないかということと、一方
で専門職後見人の報酬が高いという批判もあるという意見をいただきました。

　ＬＳシステムの開発状況に関して、中村常任理事から出納帳等の業務支援機能の
実装などの詳しい説明がありました。

　未成年後見については、未成年後見人が戸籍に記載されるなどの問題点について、
当法人としても改善に向けて積極的に声を上げてほしいとの要望がありました。

　予定どおり午後５時に会議は終わり、１５分後に懇親会が始まりました。カーテ
ンの外はまだ、和らいだ光があふれていました。

　中部成年後見支援センターの名称は「ミットレーベン」（ドイツ語でともに生き
る）という説明がありましたので、戻ってからインターネットで調べてみると、「
糸賀一雄生誕１００周年記念『ミットレーベン』の出版について」という鳥取県の
ホームページがでてきました。鳥取県の自治体の３つの後見センターへの支援は、
専門職の熱意に動かされて始まったということでしたが、これをみても行政が福祉
に積極的に取組んでいることが分かりました。

　そこには、鳥取県出身の「障がい福祉の父」と呼ばれる糸賀一雄氏の講義録等が
掲載されていました。重度心身障害児の福祉に関して、ともに生きることの重要性
を伝えるために、「ミットレーベン」を標語とした経緯がありました。また、「こ
の子らの存在そのものが、光輝いていくような、そういう育てというもの、教育と
いうもの、指導というものが、社会の財産になる。専門職というのは、そういう働
きをしてくださる方々なんです。」と話されていました。「ミットレーベン」と「
この子らを世の光に」は、後見の専門職を目指すものにとっても忘れてはならない
ことなのだと思いました。

　ご参加いただいた皆様、貴重な情報・ご意見をいただき、ありがとうございます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※会員通信の配信先を変更される場合は、下記ＵＲＬより変更手続を行ってください。
　　https://www.legal-support.or.jp/member/change_email
   （会員専用ＷＥＢサイト＞メールアドレス変更）

※ＬＳシステムからの案内メールの配信先を変更される場合は、ＬＳシステム会員マイ
　ページより変更手続を行ってください。
   （会員マイページ＞会員名をクリック＞会員情報＞メールアドレス編集）

※本メール配信（会員通信）に関するお問合せは、下記のメールアドレスまでお願いい
　たします。（問合せメールアドレス：kaitou-box-kouhou@ml.legal-support.or.jp)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
リーガルサポート会員通信～ いつもあなたのそばに ～
───────────────────────────────────────
■編集・発行（公社）成年後見センター・リーガルサポート広報委員会
■リーガルサポートホームページ　https://www.legal-support.or.jp　
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本会員通信を許可なく転載・転送することを禁じます

※携帯電話ではご覧になれません。
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━━■ Legal Support Member's MailMagazine■━━━━━━━━━━━━━━━━

◆　リ ー ガ ル サ ポ ー ト 会 員 通 信　◆
　　　　　　　　　　　　　～ い つ も あ な た の そ ば に ～　　

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■Vol.418(2018年7月13日発行）■━━━ 
┏┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┻┛
　　■大阪支部訪問報告

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
　　　　　　　　　　　　　　　　（公社）成年後見センター・リーガルサポート      

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　常任理事　井村　晋

　平成３０年５月２３日（水）生憎の雨天の中、矢頭理事長、松浦常任理事と藤谷
常任理事、そして当職の４名で大阪支部を訪問した。

　まず、午後１時から午後３時３０分まで大阪キャッスルホテルにて吉野支部長ほ
か１３名の支部役員との意見交換をなし、その後午後４時から午後６時まで引き続
き大阪支部の総会にも参加させていただいた。

第１部　リーガルサポート大阪支部との意見交換

　冒頭、吉野支部長の挨拶に続き、矢頭理事長より支部訪問の趣旨説明が行われ、
大阪支部からあらかじめ提出されていた希望議題について、およそ２時間３０分の
意見交換が行われた。

　１　推薦基準の運用について　
　２　業務報告義務履行確保の運用指針手続きについて　
　３　後見のプロとは？（研修あるいはそれ以外の要因を含めて）　
　４　業務報告精査センターについて
　５　報酬報告管理について　
　６　無報酬案件等について　
　７　現状の支援信託の取り扱いについて　
　８　本部事業縮小による会員への影響について

　いずれも充実した意見交換のなかで、とくに１に関連しては、ＬＳシステムの報
告について杜撰な報告を繰り返す悪質な会員への対応について、支部から本部に厳
格な対応を求めたい旨の意見が述べられ、理事長から「支部から本部に対し『理事
長指導』等の要請をいただければ審議する」旨の回答がなされた。また、３につい
て、大阪支部では、年間約８０単位分実施しているが、今年、当法人の後見人等候
補者名簿登載とは別に、弁護士会、社会福祉士会に協力を求め権利擁護専門相談員
名簿登載のための研修を約２０時間実施した経緯から、後見のプロというには、当
法人の研修制度の内容では未だ足りていないと考えている旨の意見がなされ、より
高いレベルでの後見のプロ像について認識をもっていることを確認でき心強く思っ
た。

　その他についても、充実した議論がなされ支部役員の方々の真剣さが感じられた。

　その場で結論が出る議題ばかりではなかったが、本部としての考えを伝え、意見
を述べ合うこと自体に意義があり、支部訪問の有意義性を感じる白熱した意見交換
会であった。

第２部　大阪支部総会

　支部運営規程の改正があるためか、足元の悪い中、多数の参加者があり、充実し
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た議論がなされた盛大な総会であった。

　支部訪問に参加いただいた支部長をはじめとする支部役員の方々に感謝申し上げ
る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※会員通信の配信先を変更される場合は、下記ＵＲＬより変更手続を行ってください。
　　https://www.legal-support.or.jp/member/change_email
   （会員専用ＷＥＢサイト＞メールアドレス変更）

※ＬＳシステムからの案内メールの配信先を変更される場合は、ＬＳシステム会員マイ
　ページより変更手続を行ってください。
   （会員マイページ＞会員名をクリック＞会員情報＞メールアドレス編集）

※本メール配信（会員通信）に関するお問合せは、下記のメールアドレスまでお願いい
　たします。（問合せメールアドレス：kaitou-box-kouhou@ml.legal-support.or.jp)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
リーガルサポート会員通信～ いつもあなたのそばに ～
───────────────────────────────────────
■編集・発行（公社）成年後見センター・リーガルサポート広報委員会
■リーガルサポートホームページ　https://www.legal-support.or.jp　
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本会員通信を許可なく転載・転送することを禁じます

※携帯電話ではご覧になれません。
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━━■ Legal Support Member's MailMagazine■━━━━━━━━━━━━━━━━

◆　リ ー ガ ル サ ポ ー ト 会 員 通 信　◆
　　　　　　　　　　　　　～ い つ も あ な た の そ ば に ～　　

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■Vol.422(2018年7月30日発行）■━━━ 
┏┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┻┛
　　■ながの支部訪問報告

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
　　　　　　　　　　　　　　　　（公社）成年後見センター・リーガルサポート
                                                     理事長　矢頭　範之

　平成３０年５月２６日、川口副理事長と当職が、長野県塩尻市の塩尻総合文化セ
ンターにてながの支部の支部訪問を行った。

　支部訪問に先立ち、川口副理事長が「成年後見制度利用促進基本計画に対する対
応」をテーマとした研修を行ったが、予定していた中央本線が運休、遅延し、急遽
新幹線に変更して向かったため、研修は１０分遅れで開始した。

　支部訪問の出席者は、高野支部長及び支部役員のほか長野県司法書士会の室賀会
長にもご出席いただいた。

１　成年後見制度利用促進基本計画に関する動向及び今後の進め方

  まず当職から、最新情報として「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正
化等を図るための関係法律の整備に関する法律」案の審議状況、国基本計画の財源
として普通交付税措置が取られること、日本社会福祉士会が受託した「地域におけ
る成年後見制度利用促進に向けた体制整備のための手引き」の発刊について説明し、
その後意見交換を行った。

　長野県内では、上伊那圏域成年後見センター等各地で実施機関としてのセンター
が立ち上がっていて、他の都道府県と比べると先進的な取組がされており、取組が
進んでいない市町村に対しては、当法人、司法書士会及び社会福祉士会並びに弁護
士会（以下「三士会」という。）の働きかけにより長野県がアンケート調査を行い、
実態を把握した上で、家庭裁判所の本庁及び支部ごとに三士会の担当者を定めて対
応するということになっているが、センターが機能している市町村に主体性にやや
欠ける傾向があり、それが課題であるとのことであった。

　本部として、室賀会長に対し、各方面との協議・働きかけについて、当法人なが
の支部と長野県司法書士会が一緒に活動いただけるようお願いした。

２　会費の見直しについて

　支部から、会員から会費を安くしてほしいとの要望があるが、見通しはどうかと
の質問に対し、会費制度の見直しに関する答申の要旨を説明し、定率会費と定額会
費のバランスを見直す検討をしていることを説明した。そのほか、会費の支部本部
間の分配については、一定の額を本部が保持し、それを必要な支部へ再配分するこ
とを検討していること、今後の支部本部連絡会議での意見交換を経て、それらの実
現は早くて平成３２年度からとなることを伝えた。

　その他、任意後見契約の業務報告の期間、業務報告精査センターの進捗状況につ
いての意見交換も行った。

　ながの支部は、圏域面積が広く、山岳地帯を有し地形的にも県内の交通が不便な
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県といえる。にもかかわらず、成年後見制度の利用促進においては行政等の先進的
な取組がある中で、県内各地域において、他の都道府県よりも当法人の会員により
ステップアップした役割が求められるのではないかと感じた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※会員通信の配信先を変更される場合は、下記ＵＲＬより変更手続を行ってください。
　　https://www.legal-support.or.jp/member/change_email
   （会員専用ＷＥＢサイト＞メールアドレス変更）

※ＬＳシステムからの案内メールの配信先を変更される場合は、ＬＳシステム会員マイ
　ページより変更手続を行ってください。
   （会員マイページ＞会員名をクリック＞会員情報＞メールアドレス編集）

※本メール配信（会員通信）に関するお問合せは、下記のメールアドレスまでお願いい
　たします。（問合せメールアドレス：kaitou-box-kouhou@ml.legal-support.or.jp)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
リーガルサポート会員通信～ いつもあなたのそばに ～
───────────────────────────────────────
■編集・発行（公社）成年後見センター・リーガルサポート広報委員会
■リーガルサポートホームページ　https://www.legal-support.or.jp　
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本会員通信を許可なく転載・転送することを禁じます

※携帯電話ではご覧になれません。
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━━■ Legal Support Member's MailMagazine■━━━━━━━━━━━━━━━━

◆　リ ー ガ ル サ ポ ー ト 会 員 通 信　◆
　　　　　　　　　　　　　～ い つ も あ な た の そ ば に ～　　

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■Vol.423(2018年8月2日発行）■━━━ 
┏┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┻┛
　　■愛知支部訪問報告

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
　　　　　　　　　　　　　　　　（公社）成年後見センター・リーガルサポート
                                                     理事長　矢頭　範之

　名古屋で開催された定時総会からそれほど日もたたない平成３０年７月７日に齋
藤副理事長と当職が愛知支部を訪問した。愛知支部は支部長をはじめ支部役員、支
部相談役のほか、ブロック長と地区長の合計２４名が参加された。

　冒頭、当職から定時総会において、支部役員、副議長及び議事運営委員にご協力
をいただいたこと、また翌日の研究大会の第１分科会「補助・保佐制度の活用に向
けて」を担当いただいたことについて感謝を申し上げ、支部訪問に対する趣旨説明
をした上で協議を行った。

１　本年度の愛知支部の重点事業について

　吉川支部長から平成３０年度事業計画として各ブロックを訪問して意見交換を行
う予定であることの説明があった。

　次に、支部役員から各ブロック長・地区長への伝達事項の説明として主にディス
カッション形式による研修、全件原本確認に関する取組を予定している等の説明が
なされた。

２　ブロック長・地区長報告（今までの活動実績及び今後の活動計画）

　ブロック長及び地区長からそれぞれの今までの活動実績や今後の活動計画につい
て報告があった。

　その中で、ある地区では権利擁護支援センターが設立され、個別事件受任につい
て司法書士に対する期待は大きいが、このエリアは名簿登載者が少なく、困難事件
の受任者決定に困っていること、顔の見える関係構築を求められていることが報告
され、支部として別途協議の場を設けて対応することが確認された。

　また、別の地区では後見センターが設立されたことにより、相談者についてセン
ター職員が制度利用に関してコーディネートをし、後見人等候補者の受任調整を行
うことで、家庭裁判所への申立てに至る一連の流れが構築されたが、一方において、
やはり後見人等の受け皿の確保が今後の課題であることから、後見人等候補者との
顔のみえる関係が必要となり、まずは事例検討会をすることになった、との報告が
あった。

３　法人として諸課題について

（１）会費制度の問題
　法人としての諸課題として　ア．会費制度の問題、イ．役員選考についての問題、
ウ．研修制度の改革、エ．その他として兵庫支部における業務報告精査センターの
運営状況について議論したが、特に役員選考において、役員選任規則第５条に立候
補の要件として支部の推薦として支部総会で諮るか、役員会で諮るかについて意見
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交換がなされた。

４　成年後見制度利用促進基本計画を踏まえた専門職の選任と後見事務の在り方及
び診断書改変等の動向について

　親族後見人支援を中核に据えた選任イメージにおける専門職の関与、診断書の改
訂・本人情報シートの新設、後見報酬算定の考え方について説明した。

　支部との協議、意見交換において、後見人の受け皿の確保や、「顔の見える」名
簿登載者の確保という課題についての発言が繰り返しあったことから、愛知支部で
は地域連携ネットワークの構成員や後見人等候補者をどう確保するかという課題に
ついて、員数だけではなく、人となりや後見業務に携わる姿勢を重視していること
を実感した次第である。

　愛知支部は、愛知県や他の専門職団体とも巧みな連携を行っていることから今後
もその取組を注目していきたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※会員通信の配信先を変更される場合は、下記ＵＲＬより変更手続を行ってください。
　　https://www.legal-support.or.jp/member/change_email
   （会員専用ＷＥＢサイト＞メールアドレス変更）

※ＬＳシステムからの案内メールの配信先を変更される場合は、ＬＳシステム会員マイ
　ページより変更手続を行ってください。
   （会員マイページ＞会員名をクリック＞会員情報＞メールアドレス編集）

※本メール配信（会員通信）に関するお問合せは、下記のメールアドレスまでお願いい
　たします。（問合せメールアドレス：kaitou-box-kouhou@ml.legal-support.or.jp)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
リーガルサポート会員通信～ いつもあなたのそばに ～
───────────────────────────────────────
■編集・発行（公社）成年後見センター・リーガルサポート広報委員会
■リーガルサポートホームページ　https://www.legal-support.or.jp　
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本会員通信を許可なく転載・転送することを禁じます

※携帯電話ではご覧になれません。
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━━■ Legal Support Member's MailMagazine■━━━━━━━━━━━━

◆　リ ー ガ ル サ ポ ー ト 会 員 通 信　◆
　　　　　　　　　　　　　～ い つ も あ な た の そ ば に ～　　

━━━━━━━━━━━━━━━━■Vol.436(2018年9月25日発行）■━━━ 
┏┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┻┛
　　■大分支部訪問報告

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
　　　　　　　　　　　　（公社）成年後見センター・リーガルサポート
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　矢頭　範之

　真夏の厳しい日差しが照りつける中、平成３０年７月１４日（土）午後
３時から大分県司法書士会館にて支部訪問による協議を行った。

　前半は、大分県司法書士会（以下「大分県会」という。）役員を含めた
協議、後半は大分支部役員との協議である。

１．大分県会を含めた協議

　苦情対応について、大分県会から、市民窓口運営委員会を設置し、委員
６名中２名が当法人会員であり、当法人会員の成年後見業務に関する苦情
は当該委員が担当する旨の説明があった。本部から、大分県会及び大分支
部の両方において苦情情報を適切に共有できていないため横領被害額が拡
大してしまうことがあることを説明し、苦情申立人に対して司法書士会と
当法人が情報を共有することの承諾を求める等して団体としての情報を共
有することをお願いした。

　そのほか、相談事業、研修事業、広報事業及び当法人と大分県会との業
務委託契約に基づく委託費について協議を行った。また、大分県内におけ
る成年後見制度利用促進基本計画に基づく取組の説明を受けた、他の都道
府県の自治体より積極的な取組がなされていることを感じた。

　しかし、大分県内の当法人会員数が少ないことから現在の事件受託のキ
ャパシティも限界に近い状態であり、会員の増加が課題であることが確認
された。

　その中で、大村大分県会会長から、日本司法書士会連合会からの要請に
基づき、当法人を全面的に支援したい、当法人会員の増加を図りたい、と
力強い発言があった。

２．大分支部との協議

　後見監督事件におけるＬＳシステムの報告事項、会員に対する業務報告
の重要性に関する周知、係属している訴訟の状況、定額会費増加による業
務を行っていない賛助的会員への配慮、成年後見制度利用促進基本計画に
関する専門職としての活動費用、公益信託成年後見助成基金・成年後見制
度利用支援事業の今後の方向性、未成年後見事業に関する変更の認定の見
通し、東京家庭裁判所における高額流動資産事件における後見監督人選任
方式の広がり等について支部から議題が提案され、これらについて協議を
行った。

　その他支部訪問を実施する意義とその成果について本部としてどう捉え
ているか質問があった。これについて当職から、本部としてよりも支部と
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してどう評価するかを伺いたい、支部として意義はあるということであれ
ば、来期も継続するか、又は要請がある支部に対して実施したい、と回答
した。

　これに対し、支部役員から、支部の置かれた状況を本部に理解してもら
えたことにより意義があった、と考えている、と肯定的な意見があった。

　「後見の専門職」としての信頼性確保と地域の需要にどう応えていくか、
という難しい課題があるが、信頼性の確保は継続的に維持しつつもその中
で知識・見識を兼ね備えた意欲のある会員に活躍していただくためには、
大分県会と大分支部が信頼関係のもと連携して取り組む必要があると強く
感じた次第である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※会員通信の配信先を変更される場合は、下記ＵＲＬより変更手続を行ってください。
　　https://www.legal-support.or.jp/member/change_email
   （会員専用ＷＥＢサイト＞メールアドレス変更）

※ＬＳシステムからの案内メールの配信先を変更される場合は、ＬＳシステム会員マイ
　ページより変更手続を行ってください。
   （会員マイページ＞会員名をクリック＞会員情報＞メールアドレス編集）

※本メール配信（会員通信）に関するお問合せは、下記のメールアドレスまでお願いい
　たします。（問合せメールアドレス：kaitou-box-kohou@ml.legal-support.or.jp)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
リーガルサポート会員通信～ いつもあなたのそばに ～
───────────────────────────────────────
■編集・発行（公社）成年後見センター・リーガルサポート広報委員会
■リーガルサポートホームページ　https://www.legal-support.or.jp　
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本会員通信を許可なく転載・転送することを禁じます

※携帯電話ではご覧になれません。
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━━■ Legal Support Member's MailMagazine■━━━━━━━━━━━━

◆　リ ー ガ ル サ ポ ー ト 会 員 通 信　◆
　　　　　　　　　　　　　～ い つ も あ な た の そ ば に ～　　

━━━━━━━━━━━━━━━━■Vol.441(2018年10月5日発行）■━━━ 
┏┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┻┛
　　■神奈川県支部訪問報告

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
　　　　　　　　　　　　（公社）成年後見センター・リーガルサポート
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　常任理事　松内　邦博

　平成３０年９月７日、夕方の満員電車から解放され石川町駅の階段を降
りると、横浜中華街の西陽門のすぐ右側に神奈川県司法書士会館がありま
した。午後７時の定刻前に参加者が揃い岩屋口支部長の進行で会議が始ま
りました。矢頭理事長から挨拶と支部訪問の趣旨説明があり、続いて参加
者が自己紹介を行いました。神奈川県支部からは支部役員１８名に参加い
ただきました。専務副支部長、地区長など小規模支部にはない役職名と、
木村元支部長（元本部常任理事）と橋本元支部長の二人が監査として参加
されていたことが印象的でした。本部からは矢頭理事長、鯨井監事と当職
が参加しました。

１　定率・定額会費の見直しの進捗について

２　定率会費納入事務手数料の報酬単価見直しについて

３　支部助成金の在り方について

　神奈川県支部から、成年後見制度利用促進基本計画への対応等で事業活
動は増やしていくべきところ、会費収入の減少に伴い支部事業の大幅な縮
小が求められる状況であることに対する質疑がありました。

　神奈川県司法書士会館の建て替えに伴う費用もあり、事業を絞り込んで
いかなければならない状況になっている。会費制度の見直しについて、本
部が検討していると聞いているが進捗はどうなっているか。

　また、支部の予算の収入については、ＬＳシステムの実績から算出した
平均報酬単価を使用しているが、決算実績が予算を下回る状況が続いてい
ること、他士業との競争が激しいため都市部では頑張って事業を行わなけ
れば受託事件数が増えないことなどのご質問やご意見をいただきました。

　本部から、会費制度の改革については、組織財政改革検討委員会の答申
書を受けての検討の進捗を、１１月からの支部本部連絡会議で方向性を示
す予定であることの説明をしました。

　平成３１年度予算については、基本的には平均報酬単価を使用していた
だく必要があるが、一定の理由を付して予算額を修正することができるの
で、支部の実情に沿ったその理由の検討及びＬＳシステムに受託事件が全
て事件登録されているか、報酬報告の漏れがないかの確認と、会費が未納
になっている場合に督促を行っていただき、会費未納による影響が出ない
ような対応を依頼しました。

　神奈川県支部からは、会員ごとの受託事件の状況を家庭裁判所から報告
をもらえるように、本部から最高裁判所に再度依頼してほしいとの要望が
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ありました。

４　ハンドブックの改訂について
　家庭裁判所の対応が変わってきているところもあるのでハンドブックも
必要に応じて改訂をしてほしいとの要望をいただきました。

５　その他
　後見支援預金への対応について本部の見解はどうかという質問がありま
した。
　考え方は基本的に後見制度支援信託と同じであること、全ての金融機関
で実施されるべきであること、あくまでも被後見人の利益に適うかどうか
が基準となることの説明をしました。
　他に、法人後見の対応についての質問がありました。

　定刻の午後８時に会議が終了し外に出ると、この夏の暑さもひと息つい
たようでした。

　今回の支部訪問は、支部役員会と同日に開催され、多くの方にご参加い
ただきました。そして、積極的に公益目的事業を行っている大規模支部の
運営の厳しさについてお聴きすることができました。

　ご参加いただいた神奈川県支部の皆様、貴重な情報・ご意見をいただき、
ありがとうございました。

【会員の皆様へのお願い】
　この場をお借りして、会員の皆様へお願いがあります。

　会員の皆様から納付いただく会費は、当法人が、各支部及び本部におい
て、公益目的事業を行ない継続していくための重要な原資となっています。

　更に、平成３０年４月１日から、「入会金又は会費の未納がある。」又
は「業務報告が遅滞している。」等の場合は後見人候補者名簿及び後見監
督人候補者名簿への新規登載又は登載更新が実質的に承認されなくなって
います。また、各支部が成年後見人等の候補者として推薦することもでき
なくなっています。

　つきましては、業務報告はもちろん、会費未納とならないように、特に
事件登録と報酬報告に、ご留意くださるようお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※会員通信の配信先を変更される場合は、下記ＵＲＬより変更手続を行ってください。
　　https://www.legal-support.or.jp/member/change_email
   （会員専用ＷＥＢサイト＞メールアドレス変更）

※ＬＳシステムからの案内メールの配信先を変更される場合は、ＬＳシステム会員マイ
　ページより変更手続を行ってください。
   （会員マイページ＞会員名をクリック＞会員情報＞メールアドレス編集）

※本メール配信（会員通信）に関するお問合せは、下記のメールアドレスまでお願いい
　たします。（問合せメールアドレス：kaitou-box-kohou@ml.legal-support.or.jp)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
リーガルサポート会員通信～ いつもあなたのそばに ～
───────────────────────────────────────
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■編集・発行（公社）成年後見センター・リーガルサポート広報委員会
■リーガルサポートホームページ　https://www.legal-support.or.jp　
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本会員通信を許可なく転載・転送することを禁じます

※携帯電話ではご覧になれません。
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━━■ Legal Support Member's MailMagazine■━━━━━━━━━━━━

◆　リ ー ガ ル サ ポ ー ト 会 員 通 信　◆
　　　　　　　　　　　　　～ い つ も あ な た の そ ば に ～　　

━━━━━━━━━━━━━━━━■Vol.442(2018年10月9日発行）■━━━ 
┏┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┻┛
　　■千葉県支部訪問報告

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
　　　　　　　　　　　　（公社）成年後見センター・リーガルサポート
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　常任理事　高橋　隆晋

　平成３０年９月１５日（土）、矢頭理事長と当職とで千葉県支部を訪問
した。午後３時１０分から午後４時４０分まで、千葉県司法書士会館４階
で矢頭理事長による支部主催の倫理研修が行われ、その後、同じ会場で支
部訪問の協議議題に入り、引き続き多くの会員にもご参加いただいた。第
２部は、場所を同会館２階のＬＳちば会議室に移し、佐々木支部長はじめ
３名の副支部長及び千葉県支部歴代各支部長並びに千葉県司法書士会会長
とともにさらに協議を深めていった。

　支部から事前に要望のあった議題のうち、「本部から支部への交付金、
手数料、助成金等の今後の動向について」今後の予想されるスケジュール
や、見直しの際ポイントとなる定率会費と定額会費の比率、会費の配分方
法などについて、矢頭理事長が配付資料に基づき説明を行った。

　続いて、「全件原本確認調査について」当職から全国の実施状況と今後
の全件原本確認調査の進め方について説明を行った。千葉県支部では、２
００名を超える調査対象会員のうち、すでに９９％の調査を完了し、２～
３名の会員を残すのみとなっている。佐々木支部長から、支部長を中心と
する各担当支部役員の分担を明確にし、調査の実施や事前準備については
会員向けの説明ツールを独自に作成して活用している、といった具体的な
実施方法を伺い大変参考になった。全件原本確認の調査に速やかにご協力
いただいた、千葉県支部の会員の方々に感謝申し上げたい。

　その他、成年後見制度利用促進基本計画に対応した千葉県支部の取組状
況について、酒井前支部長から、千葉県内の自治体の状況、司法書士会、
弁護士会、社会福祉士会（以下「三士会」という。）による取組状況及び
今後の予定などの説明があり、これらに関し三士会の協調と迅速に対応す
るための方策などを中心に意見交換を行った。また、後見等報酬に関して
も千葉県内のここ数年の傾向が紹介され、それを基に、今後予想される新
たな後見等報酬算定に向けた支部での取組などについて意見を交わした。

　以上、午後６時１５分までの限られた時間ではあったが、有意義な支部
訪問を行うことができ、ご出席いただいた方々、開催に向けてご準備いた
だいた支部役員の方々に御礼申し上げたい。特に、当法人設立当初から支
部運営を担ってこられた４名の歴代各支部長に初めてお目にかかる機会を
得、この間の千葉県支部の歴史を実感するとともに、こうして引継がれて
きたバトンをしっかり握り、その先につなげていく責任を役員の一人とし
て再認識した次第である。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
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※会員通信の配信先を変更される場合は、下記ＵＲＬより変更手続を行ってください。
　　https://www.legal-support.or.jp/member/change_email
   （会員専用ＷＥＢサイト＞メールアドレス変更）

※ＬＳシステムからの案内メールの配信先を変更される場合は、ＬＳシステム会員マイ
　ページより変更手続を行ってください。
   （会員マイページ＞会員名をクリック＞会員情報＞メールアドレス編集）

※本メール配信（会員通信）に関するお問合せは、下記のメールアドレスまでお願いい
　たします。（問合せメールアドレス：kaitou-box-kohou@ml.legal-support.or.jp)
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───────────────────────────────────────
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◆　リ ー ガ ル サ ポ ー ト 会 員 通 信　◆
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━━━━━━━━━━━━━━━━■Vol.448(2018年11月14日発行）■━━━ 
┏┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┻┛
　　■沖縄支部訪問報告

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
　　　　　　　　　　　　（公社）成年後見センター・リーガルサポート
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　常任理事　松浦　正司

　平成３０年１０月１３日（土）午後２時４５分から、矢頭理事長と共に
沖縄支部を訪問しました。訪問日の先週及び先々週の週末に２週続いて大
きな台風が沖縄県を通過したので、訪問日の天候が気になっていましたが、
その心配もなく那覇空港に到着することができました。支部訪問の前に矢
頭理事長が講師を務める「倫理研修」が開催された関係で、多くの会員が
引き続き支部訪問に参加され、中には石垣市から一泊で参加された会員も
おられ、総数１５名の参加者となりました。

　矢頭理事長から、先の「法人業務適正検討有識者会議報告書」の中で、
支部と本部あるいは会員と本部との関係において意思疎通が欠けているの
ではないかとの指摘を受け、本部としても意見交換の場を設ける必要性が
あると考え、平成２９年度から２年間かけて全国の支部を訪問していると
の趣旨説明がなされました。

　福原支部長からは、現役の理事長が沖縄支部を訪問されるのは初めてで
あるとの歓迎の言葉が述べられました。

　続いて協議議題である「利用促進関係について」は、沖縄では成年後見
制度利用促進基本計画に関しては、ほとんど進んでいない現状であること
が報告され、基本的な説明をして欲しいとの要望がありましたので、矢頭
理事長から利用促進関係について基礎的な事項の説明がなされました。

　その後、福原支部長から沖縄県内の状況としては白紙状態であるが、沖
縄市において法人後見、市民後見事業の分野から進めようとしているとこ
ろであり、北中城村で研修、市民後見人向けの講演会を実施する予定であ
ることが説明され、今後、他の市町村でも立ち上がって来る予定なので会
員の皆さんにも動いてもらえるよう働きかけているとの説明がされました。

　また、他の役員から、浦添市は全く動いていないが、我々から動いたほ
うがよいのかとの質問があり、矢頭理事長から、当法人が動いていただき
たいので、まず担当部署を確認するところから始めてはどうかとの説明が
され、弁護士会、社会福祉士会と協働することが原則だが、お膳立てして、
その場が定まったら声をかければよいのではないか、また、協議の場で動
きが鈍い場合は、支部の判断で断わりを入れるなどして独自に進めること
も考慮していただきたいとの説明がされました。

　当職から、大阪市においては、当法人及び司法書士会、社会福祉士会並
びに弁護士会（以下「三士会」といいます。）と大阪家庭裁判所を中心と
した研究会で「意思決定支援のガイドライン」を作成し、その特徴的なの
ものとしては、事件ごとにアセスメントシートを作成し、この内容を報酬
付与の提出資料としたいと大阪家庭裁判所は考えているとの説明をしまし
た。大阪市後見支援センター（以下「センター」といいます。）が中核機
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関となる予定であり、市長申立ては、先にセンターに提出してもらい、三
士会で候補者をマッチングし、大阪家庭裁判所に申立てをする案が出てい
るとの説明をしました。

　引き続きの協議事項である「不正事案の状況や執務支援における会員と
のかかわり方について」は、当職から不正流用により過去の総会で除名さ
れた会員に関する資料を示して説明しました。また、苦情情報の司法書士
会との共有の重要性、家庭裁判所への報告遅滞会員に関する家庭裁判所か
らの情報提供及び各事例について説明しました。「執務支援に関して」は、
１０月１日からのＬＳシステムの変更内容について説明しました。

　「ディスカッション研修を含め研修の在り方について」は、時間の都合
上資料提供のみの紹介となりました。その他、個別具体的な事件の質疑応
答もあり、予定の時間をオーバーする活発な支部訪問となりました。

　終了後、多くの支部会員が懇親会にも参加され、三線の音色と泡盛に酔
いしれた夜となりました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
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※会員通信の配信先を変更される場合は、下記ＵＲＬより変更手続を行ってください。
　　https://www.legal-support.or.jp/member/change_email
   （会員専用ＷＥＢサイト＞メールアドレス変更）

※ＬＳシステムからの案内メールの配信先を変更される場合は、ＬＳシステム会員マイ
　ページより変更手続を行ってください。
   （会員マイページ＞会員名をクリック＞会員情報＞メールアドレス編集）

※本メール配信（会員通信）に関するお問合せは、下記のメールアドレスまでお願いい
　たします。（問合せメールアドレス：kaitou-box-kohou@ml.legal-support.or.jp)
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リーガルサポート会員通信～ いつもあなたのそばに ～
───────────────────────────────────────
■編集・発行（公社）成年後見センター・リーガルサポート広報委員会
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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　　　　　　　　　　　　　～ い つ も あ な た の そ ば に ～　　

━━━━━━━━━━━━━━━━■Vol.451(2018年11月26日発行）■━━━ 
┏┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┻┛
　　■とちぎ支部訪問報告

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
　　　　　　　　　　　　（公社）成年後見センター・リーガルサポート
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　矢頭　範之

　平成３０年１０月２０日（土）西川専務理事と当職がとちぎ支部を訪問
した。

　当日、宇都宮は２０１８ジャパンカップサイクルロードレースが開催さ
れるとあって、宇都宮駅から栃木県司法書士会館に向かうレースコースで
は、レース前のスタッフとギャラリーでにぎわっていた。

　栃木県司法書士会（以下「本会」という。）北條俊介会長及び当法人と
ちぎ支部竹田知史支部長ほか１５名が参加され、午後３時から協議を開始
した。

１　栃木県内における成年後見制度利用促進基本計画に関する取組状況

　本部から、成年後見制度利用促進基本計画に関する国の取組（手引き、
中核機関設置等）を説明し、また先進的地域として埼玉県志木市、愛知県
豊田市の状況を説明し、また、最高裁判所による診断書様式の改訂、親族
後見人の支援における専門職活用策・選任イメージ、報酬の考え方の変更
について説明をして、支部と家庭裁判所との協議をお願いした。そのほか、
後見支援預金の取組状況について説明した。

　支部からは、栃木県内における取組について、本会に権利擁護推進室を
設置し、当法人及び司法書士会、社会福祉士会並びに弁護士会（以下「三
士会」という。）は昨年１０月から月１度のペースで協議をおこなってい
ること、積極的な栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市を三士会で訪問して意
見交換会を開催したこと等が報告された。

　県と積極的ではない市町への働きかけが課題として挙げられ、三士会に
て主体的な役割を担うことを検討しているとのことであった。

　そのような中、愛知県、埼玉県志木市、静岡県、鳥取県、佐賀県におけ
る先進的な取組について情報交換と意見交換を行った。

２　支部からの提案議題

　支部から、会費及び予算に関して、今後の受託事件総数の見込み、業務
報告精査センター設置等に伴う本部の支出の見込み、会費制度の見直しと
して特に平成３０年１０月１７日付けで支部に発信した「会費収入の配分
について」について質問が提起された。

　その中で支部から、（１）本来、事業は定められた予算の中で執行すべ
きものであるところ、今般の財政状況の悪化を招いた責任の所在の明確化
と配分を受けた支部に対する財政的指導を行うのか、（２）当法人への未
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報告事件のうち定率会費の徴収に向けて家庭裁判所からの推薦依頼情報の
活用ができないものか、という２点の質問に対し具体的な回答を求めれら
れたため、これらにつき時間をかけて説明をしました。

　本部から時間の余裕のない唐突感があること等をお詫びした。その上で、
多くの支部では遊休資産が上限の１００％を超えていることなどから従前
よりその改善に向けた取組を促してきたこと、支部の資産には支部会費や
本会からの助成金等の支部ごとの事情があり、本部が一律に指導ができな
いこと、そのような中で、本部において多額の資金ショートが予想される
こと、本部のほか一部の支部においては遊休資産の保有状態が公益目的事
業費１年分の１０％台などであること等を説明して理解を求め、法人とし
て、遊休財産が多数の支部に存在して、一方において本部や一部の支部で
は予算が足りない状況となっていることは法人全体の改善すべき課題とし
て理解を求めた。

　２時間３０分にも及ぶ協議において、支部の立場から支部及び会員の率
直な意見を、また、本部の立場から法人の全体の状況と将来を見据えた模
索を示して、真剣かつ有意義な意見交換を行うことができた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※会員通信の配信先を変更される場合は、下記ＵＲＬより変更手続を行ってください。
　　https://www.legal-support.or.jp/member/change_email
   （会員専用ＷＥＢサイト＞メールアドレス変更）

※ＬＳシステムからの案内メールの配信先を変更される場合は、ＬＳシステム会員マイ
　ページより変更手続を行ってください。
   （会員マイページ＞会員名をクリック＞会員情報＞メールアドレス編集）

※本メール配信（会員通信）に関するお問合せは、下記のメールアドレスまでお願いい
　たします。（問合せメールアドレス：kaitou-box-kohou@ml.legal-support.or.jp)
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リーガルサポート会員通信～ いつもあなたのそばに ～
───────────────────────────────────────
■編集・発行（公社）成年後見センター・リーガルサポート広報委員会
■リーガルサポートホームページ　https://www.legal-support.or.jp　
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本会員通信を許可なく転載・転送することを禁じます

※携帯電話ではご覧になれません。
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